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富士保健所 保健所長 後藤　幹生 会場 会場 R7新

市長 須藤　秀忠
保健福祉部長

代理出席

保健福祉部長 稲垣　康次　 会場 R7新

市長 小長井 義正
保健部長
代理出席

保健部長 増田　晴美 会場

福祉部長 田代　鶴記 会場

一般社団法人富士宮市医師会 会長 岡村　文夫 Web Web

会長 望月　衛 会場 会場

理事
私的病院会会長

木島　金夫 Web Web

一般社団法人富士宮市歯科医師会 会長 森本　達也 Web Web R7新

一般社団法人富士市歯科医師会 会長 大内　仁之 欠席 欠席 R7新

一般社団法人富士宮市薬剤師会 会長 寺田　昌嗣 Web Web

一般社団法人富士市薬剤師会 会長 秋山　将寛 Web Web

富士宮市立病院 院長 佐藤　洋 会場 会場

共立蒲原総合病院 院長 宮本　康裕 会場 会場

富士市立中央病院 院長 児島　章 会場 会場

公益財団法人復康会　鷹岡病院 院長 髙木　啓 Web

一般財団法人　
富士脳障害研究所附属病院

院長 塩川　芳昭 Web

静岡県看護協会富士地区支部 支部長 秋山　ゆかり 会場 R7新

静岡県慢性期医療協会 協会員 川上　正人 欠席

全国健康保険協会静岡支部 支部長 安田　剛 欠席

健康保険組合連合会静岡連合会 会長組合常務理事 原田　幸男 会場

静岡県老人福祉施設協議会 副会長 大塚　芳正 Web

富士市町内会連合会 会長 千葉　辰夫 Web R7新

富士宮市区長会連合会 会長 井口 晴道 会場 R7新

富士市立中央病院（新病院建設準備
室）

統括主幹 芹澤　広樹 会場
説明
者

富士市立中央病院（病院経営課） 調整主幹 宇佐美　雄二 会場
説明
者

毛利　博 欠席 欠席

竹内　浩視 欠席 欠席

富士市 保健医療課長 渡邉　浩仁 会場

富士市 高齢者福祉課長 今村　大延 会場

富士宮市 福祉企画課長 佐々木　明美　 会場

富士宮市 福祉企画課係長 池田　能成 会場

令和７年度第２回
富士地域医療協議会・地域医療構想調整会議出席者名簿

地域医療構想アドバイザー

地域医療構想アドバイザー

所属団体等の名称 所属団体等の役職名 氏　　名 地域医療協議会 調整会議

富士宮市

富士市

一般社団法人富士市医師会
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出入口

出入口

　　　　　第２回　富士地域医療協議会・地域医療構想調整会議　座席表

＜協議会議長＞

　後藤　幹生

＜調整会議議長＞

望月　衛

（ナビゲーター）
保健所職員

委員
　秋山　ゆかり

（↓席次は時計回りに
50音順になっています。）

委員
　宮本　康裕

委員
　井口　晴道

委員
　増田　晴美

委員
　稲垣　康次

委員
　原田　幸男

委員
　児島　章

　富士市福祉部長
田代　鶴記

　　　委員
　　　　 佐藤　洋

< 関　係　者　席 >
 富士市（高齢者福祉課）　新病院建設準備室　病院経営課

富士宮市　福祉企画課　

傍　　聴　　席

<事　務　局>　富士保健所

若松医療健康課長、　川田班長　池田主幹　　三門福祉課長

富士市立中央病院
芹澤　広樹

富士市立中央病院
宇佐美雄二

モ　ニ　タ　ー

モ
　ニ

　タ　ー

モ
　ニ

　タ　ー
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令和７年度第１回富士地域医療協議会・地域医療構想調整会議  

委員意見（原文のまま） 

２ 報告事項 

（１）地域医療協議会 

ア 静岡県保健医療計画に記載する医療体制を担う医療機関（薬局）の変更 

意見なし 
 

イ 診療所の承継・開業支援事業について 

 「地域偏在対策における経済的インセンティブ等」には、派遣医師や従事医師への手当増

額の原資として、保険者から広く負担を求めることとしており、保険者による効果等の確認

も付記されている。 
このことは、令和 6 年に閣議決定され医療法改正案に盛り込まれていることは認識してい

るが、医師偏在対策としての効果が不十分な場合に、際限なく保険者から負担をもとめるこ

とが無いよう上限やルールを設定すべき。また、保険者が医師の配置や給与の妥当性を評価

する立場になく、対策の検証（事業内容のチェック）に加わることは専門外であり、厚生労

働省の専門部局等が行うべきと考える。 
※そもそも、保険者が被保険者から預かる保険料は、保険給付費や健診補助など、加入員へ

の還元（共助）のために使用するものであり、「医師の人件費は本来診療報酬で賄うもの」

など、今になって取って付けたような厚生労働省の説明は理解に苦しむ。従来からこの考え

で診療報酬が定められているのなら、保険者の負担などと今更明記する必要はなく、医療法

の中で検討してもらえればよいことではないのでしょうか。 
                                （原田 幸男委員） 

 

昨今、問題とされている所謂「直美」などの現状を鑑みると、結局は経済的インセンティ

ブが最も重視されるのだろうとは思う。医療機関の管理者要件に実績を関連付けるのはある

程度有効と思われるが反発も予想される。             （寺田 昌嗣委員） 
 

御質問 回答（医療政策課） 
・支援区域の設定に関して、病院勤務医師

は考慮されないのでしょうか。 
（髙木 啓委員） 

今回は診療所の支援事業であるため、現時

点では、病院の勤務医師数については、考慮

対象から外しています。 
 

別紙 １ 
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富士圏域の歯科医療は、量的には一定水準を保ちながらも、「人材の偏在・継承問題・在

宅ニーズの急拡大」に直面しています。今後は地域全体での連携・支援体制の再構築と予防・

訪問・継承・災害対応の 4 本柱を軸に、持続可能な提供体制を確立することが求められます。 
   （大内 仁之委員） 

 

（２）地域医療構想調整会議 

  ア 令和６年度病床機能報告 

御質問 回答（富士保健所） 
資料 2-1、2 令和 6 年度報告結果の（3）構

想区域別の病床の稼働状況と構成比につい

て 
 
富士地区において、2024 年報告と 2025 年

必要量との比較について、急性期で減少、

回復期及び慢性期で増加、がかなりの割合

になっている。これについて、どのように

解釈して、どのような見通し等をつけたら

よいのか、よくわからないので説明をお願

いします。      （大塚 芳正委員） 

解釈としては、病床機能のうち、平成26

年度からの10年間で、報告病床数が必要量

に近づいている高度急性期、急性期及び回

復期については、これまでの本会議の協議

が実現してきているので、よい方向に進ん

でいるかと思われます。慢性期については、

平成29年度に病床報告数必要量に最も近づ

きましたが、その後は必要量を下回ってい

ますので、病床の減少に歯止めをかけて増

加に転じる方策についてその必要性も含め

て協議が必要です。 

見通しとしては、今後も、後期高齢者が

増加する間は、回復期と慢性期の病床のニ

ーズは増加すると思われますので、医療機

関が対応できればこれらの病床の報告数は

増加すると考えられますが、マンパワー不

足等で対応しきれなければ増加が困難とな

ります。ただし、在宅医療が推進すれば、

慢性期病床に入院する代わりに自宅や高齢

者施設で療養できる住民が増加しますの

で、慢性期病床の必要量はそれほど増加し

ないか、むしろ減少することも予想されま

（医療法には無いですが歯科の立場からお伝えします） 
歯科医院数富士市 120 富士宮市 57 
歯科医師数富士市 160 富士宮市 66 
人口 10 万あたり富士市 77 富士宮市 59 静岡県 64.4 人全国平均 97 名 
会員歯科医師平均 64.2 歳（65 歳以上 69/120 人；富士市歯科医師会） 
会員歯科診療所 97（2040 年予測 50 以下；富士市歯科医師会） 
高齢化が進行しており、とくに遠隔地では「準無歯科医師地区」が増え、医療アクセ

スに地域格差が顕著になっています。 
静岡県歯科医療従事者バンク：2025.4.運営開始 

https://s8020.or.jp/about/dentistbank/index.html 
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す。 

富士圏域の現在の医療体制の課題と重ねて

今後どう推移していくのがよいのか、改めて

委員の皆様の御意見を伺いたいと思います。 
 

慢性期病床が減少しているのは、診療報酬でのインセンティブが関係しているとするなら、

今後も減少傾向なのではないかと思われます。          （寺田 昌嗣委員） 
 

地域医療構想調整会議の令和 6 年度病床機能報告につき、「静岡方式」導入の概要など了解

しました。富士圏域の稼働病床が必要数に近づいており、望ましい状況にあると思いました。                                

（塩川 芳昭委員） 
 

非稼働病床については興味がございますので、いずれ質問等をさせていただく予定です。 
（安田 剛委員） 

 

 イ 地域医療介護総合確保基金  

基金の活用については靜岡県薬剤師会にお任せしたい。       （寺田 昌嗣委員） 
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令和７年度富士地域医療協議会及び 
富士地域医療構想調整会議（臨時会議） 委員意見概要（原文のまま） 

 

開催日：令和７年９月 10 日 

（書面協議：提出期限 9月 16 日まで） 

 

 提出意見                                     

診療所の承継・開業支援に係る重点医師偏在対策支援区域及び支援対象の選定 

 

（１）「支援区域の設定の仕方」… 意見あり（内容は以下のとおり） 

  

（２）「支援対象の選定の仕方」… 意見あり（内容は以下のとおり） 

 

別紙 ２ 

 県の「２次医療圏全域＝県内全域」指定に原則賛成。 
ただし、 
① 国要綱が認める市町・地区レベルの重点サブ区域を併用して地図で明示 
② アクセス指標（移動時間・公共交通）を補助指標に加える 
③ 毎年更新・指標と閾値の公開により透明性を担保 

の３点を条件としたい。 
 
歯科についても要望としてお伝えさせて頂きます 
歯科は「数」より機能の空白が課題となりやすいため、次の条件での運用を求めます。 

① 全県指定に加え、機能サブ区域（訪問歯科・摂食嚥下、障害者歯科、口腔外科外

傷対応、小児受入、休日夜間の代替機能等）の空白域を地図で明示すること。 
② アクセス評価は地理距離（2km）に加えて時間距離（15～30 分）を併用す る

こと。 
③ 重み付けに高齢化率・要介護認定率・介護施設密度・在宅看取り割合等の歯科需

要指標を加味すること。 
④ 病院歯科・歯科口腔外科の配置も勘案し、救急・在宅との接続性を確保すること。 
⑤ 区域図・採点指標・閾値を年次更新・公開し、透明性と納得性を担保すること。 

（大内 仁之委員） 

静岡県にあっては、医療提供体制の確保は厳しい状況だと考えている。 
今後は少ない医療資源をどう繋いでいくかという事も重要となってくるのではな

いか。 
そのためには、医療 DX を積極的に進めるというのは非常に有効な手段と考えてい

る。 
支援対象の選定の要素に、電子カルテ情報共有サービスの導入などとし、医療 DX

の基盤づくりも同時に進められないか。 
（安田 剛委員） 
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県案（2km 圏の診療所数／同診療科有無、市町の可住地面積当たり診療所医師数

でのスコアリング、分娩産科の最優先）は妥当。 
加えて、 

a) 距離＋時間距離の複合指標化、 
b) 人口当たり指標・DID 補正の併記、 
c) 在宅・小児一次救急・分娩継続性など機能面の加点、 
d) 医師年齢構成による後継難度の軽微加点、 
e) 閾値の公開と次点プール運用（要望 56→選定 18 のため）、 
f)  産科最優先は自治体追加支援と母子医療圏連携の確認を条件 
としたい。 

 
歯科についても要望としてお伝えさせて頂きます 
歯科については、下記の複合スコアでの選定を提案します。 
① 基本アクセス：人口 1 万人当たり歯科診療所数、時間距離（15～30 分）、2km

圏診療所数。 
② 機能：①訪問歯科・摂食嚥下の提供有無と実績、②障害者歯科対応、③口腔外

科（外傷一次対応）、④小児（就学前含む）受入、⑤休日夜間の代替機能、⑥在

宅医療提供件数。 
③ 定着性：後継者の有無・年齢構成、歯科衛生士配置、自治体の住居・保育・交

通支援の有無。 
④ 地域必要度：高齢化率・要介護認定率・介護施設数・在宅看取り割合 等。 
 
優先順位：指標上「機能不足 × 地域必要度」が高い案件を上位に位置づけ、 
歯科では 
① 在宅歯科中核（摂食嚥下）、 
② 障害者歯科拠点、 
③ 口腔外科外傷対応拠点 

を準最優先類型として明示してください。 
（大内 仁之委員） 
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協議事項 

富士在宅医療圏における積極的医療機関の追加 

 
令和６年３月に策定した第９次静岡県保健医療計画の在宅医療分野において、国から

示された指針に基づき、地域の実情に応じた在宅医療の圏域を設置し、圏域で活動する

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」、「積極的役割を担う医療機関」を令和６年度の本

会議で御承認をいただき、位置づけました（資料１－２ を参照）。 
今回、新たに下記１の２つの医療機関から、在宅医療において「積極的役割を担う医

療機関」の申し出がありました。保健所が両医療機関に聞き取り等を実施し、下記２の

機能(1)～(5)や、３の図の医療機能①～④のいくつかを担っていることを確認したことか

ら、両医療機関を「積極的役割を担う医療機関」に追加することを本会議でお諮りしま

す。 
 
１ 申し出のあった医療機関について 

 
２ 積極的役割を担う医療機関に求める機能（国指針） 

(1) 医師不在時等における患者の急変対応するための診療の支援等（入院を含む） 
(2) 在宅療養に移行する患者に必要な医療・介護・障害サービスが確保できるように関

係機関への働きかけ 
(3) 地域医療研修（臨床研修制度）で在宅医療の現場研修を受ける機会の確保に努める 
(4) 感染症蔓延時や災害時における適切な医療計画策定と他医療機関の計画策定支援 
(5) 地域包括支援センター等と協働で、サービスの適切な紹介、地域住民に対する情報

提供 
 

医療機関名 現在の実績等 今後の重点 
医療法人社団英志会 

 富士整形外科病院 
・ 入院当初から早期退院をめざ

し、入院時・入院中・退院時

等にアセスメント実施。 
・ アセスメントに基づき地域関

係者とのカンファレンスや退

院前訪問を実施している。 

・ 入退院支援を強化するため、地域

連携室から入退院支援部門を切り

離し体制の強化をしている。 
・ 入院時からの身体機能低下の防

止、退院後の生活の質向上のため

リハビリ職等による退院前訪問等

を継続していく。 
医療法人社団勝優会 

するがホームクリニック 
・ 患者家族が希望する場所（自

宅や施設等）で療養生活でき

るように、退院患者の訪問診

療を受け入れている。 
・ 入院先の退院カンファレンス

に参加している。 

・ 患者家族からの情報を迅速・適切

に見極め診療の実施や ACP を確

認しインフォームド・コンセント

行い看取りをする。 
・ 施設職員を対象とした在宅医療座

談会(研修会)を開催していく。 

資料１－１ 
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３ 在宅医療の提供体制に求められる医療機能（第９次静岡県保健医療計画）
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報告事項 

静岡県災害医療コーディネーター（富士地域）委嘱 

 
静岡県は、東日本大震災の状況等を踏まえ平成 25 年５月に改定した静岡県医療救護計

画から「静岡県災害医療コーディネーター」を規定し、二次保健医療圏単位等に地域災

害医療コーディネーターを配置しております。 

令和７年９月 27 日を持って任期が満了するため「静岡県災害医療コーディネーター設

置運営要綱（資料２－２）」に基づき、静岡県知事に下記１の表のとおり推薦をしたので

報告いたします。なお、今月中に委嘱されます。 

 

１ 災害医療コーディネーター推薦者 

所属 職名 氏名 備考 
富士市立中央病院 副院長兼脳神経科部長 野田 靖人 再任 
富士市立中央病院 外科副部長兼診療情報管理室長 良元 和久 再任 
富士宮市立病院 副院長 川辺 昭浩 再任 
富士宮市立病院 外科科長 奥村 拓也 再任 
富士市医師会 会長 望月 衛 再任 
富士市医師会 理事 荻野 透 再任 
富士宮市医師会 副会長 渕本 晃司 新任 

 

２ 災害医療コーディネーターとは 

  災害医療コーディネーターは、災害が発生した際、医療チームの配置調整や行政へ

の助言を行う医療従事者（主に医師）です。新潟県や宮城県などでも導入されており、

中越沖地震や東日本大震災での活動を通じて、災害時の医療体制を支える重要な仕組

みであることが証明されています。 

 

３ 静岡県災害医療コーディネーターの取組 

「静岡県災害医療コーディネーター設置運営要綱」に基づき委嘱されたコーディネ

ーターは、任期が２年間で、大希望災害時に地域の医療関係者と協力しながら保健所

長の業務を補完する役割を担います。近年では、令和３年の熱海の土石流で活動をし

ました。 

富士地域では、以下の医療機関や医師会から推薦を受けた医師が、災害医療コーデ

ィネーターとして委嘱されています。 

 富士宮市立病院（災害拠点病院） 

 富士市立中央病院（災害拠点病院） 

 富士宮市医師会 

 富士市医師会 

資料２－１ 
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静岡県災害医療コーディネーター設置運営要綱

（目的）

第１条 この要綱は、静岡県医療救護計画（以下「医療救護計画」という。）に規定する

災害医療コーディネーター（以下「コーディネーター」という）の設置運営に関し、必

要な事項を定めることにより、大規模災害時に円滑に医療資源の需給調整を行う、災害

医療コーディネート体制を整備することを目的とする。

（配置）

第２条 県全域の災害時医療活動を総括し、かつ調整するコーディネーターとして、健康

福祉部長を本部長とする保健医療福祉調整本部内に本部災害医療コーディネーターを

置く。

２ 地域における災害時医療活動を調整するコーディネーターとして、二次保健医療圏単

位等に地域災害医療コーディネーターを置く。

（委嘱及び任期）

第３条 本部災害医療コーディネーターは、静岡県救急・災害医療対策協議会が所属機関

の同意の上で選出した、災害医療に精通し、かつ、地域の医療の現状を熟知する者のう

ちから、知事が委嘱する。

２ 地域災害医療コーディネーターは、医療救護計画に規定する地域災害医療対策会議が

所属機関の同意の上で選出した、災害医療に精通し、かつ、地域の医療の現状を熟知す

る者のうちから、知事が委嘱する。

３ コーディネーターの任期は２年とする。ただし、知事が必要と認める場合は、再度委

嘱することができる。

４ 知事は、地域災害医療コーディネーターのうちから、地域災害医療対策会議が所属機

関の同意の上で選出した、統括災害医療コーディネーターを委嘱する。

５ 統括災害医療コーディネーターは、地域災害医療対策会議及び地域災害医療コーディ

ネーターを統括し、その任期は地域災害医療コーディネーターとしての任期と同様とす

る。

（役割及び活動）

第４条 コーディネーターは、平時に構築したネットワークを活用し、大規模災害時の医

療資源需給調整に関する保健医療福祉調整本部長又は保健所長の業務を補完する。

２ 保健医療福祉調整本部長又は保健所長は、大規模災害時において、コーディネーター

による業務の補完が必要な場合、コーディネーターに参集を要請し、コーディネーター

は、発災後 48 時間以内を目安に、県庁又は保健所等活動場所に参集する。

３ 保健医療福祉調整本部長又は保健所長は、コーディネーターに参集を要請した場合、

併せて、コーディネーターの所属機関に報告するものとする。なお、災害医療コーディ
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ネーターの派遣により、コーディネーターの所属機関に著しい支障が生じる場合は、参

集時期等について当該コーディネーターと協議するものとする。

４ コーディネーターは、保健医療福祉調整本部長又は保健所長に提言・要請し、その実

施指示により、以下の活動を行うものとする。

（１）状況把握（サーベイランス）

ア 保健所、市町が入手済みの医療救護施設活動情報や、道路被害状況等の把握

イ 県からの県外医療チーム配置情報の入手

（２）状況分析（アセスメント）

ア 未入手情報の整理と地域災害医療対策会議を構成する災害医療関係者等、行

政機関以外からの情報入手

イ 支援の必要な地域、優先順位の分析

（３）医療資源需給調整（コーディネート）

ア 地域内の医療機関の状況把握、分析による、医療チームの配置調整、集約化

や支援の実施

イ 必要に応じた県に対する医療チームの派遣要請

ウ 参集した医療チームへの活動指示、医療チームとの情報共有

エ 医療救護計画で規定する災害薬事コーディネーターと連携した医薬品等の

供給確保

５ 保健医療福祉調整本部長又は保健所長は、その業務について、コーディネーターによ

る補完を必要としない状況となった場合は、コーディネーターに活動の終了を通知する

ものとする。

６ コーディネーターは、その活動を終了するに当たっては、保健医療福祉調整本部長又

は被災地を所管する保健所長に所要の事項を引き継ぐものとする。

（守秘義務）

第５条 コーディネーターは、活動上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。

（実費弁償等）

第６条 保健医療福祉調整本部長又は保健所長の派遣要請に基づき、コーディネーターが

活動を行った場合に要する費用（日当、時間外勤務手当、旅費）については、災害救助

法施行細則による救助の程度等（平成６年静岡県告示第 117 号）に定める額を、県が支

給する。

２ コーディネーターが、その活動に関連して死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は身体障害を有することとなった場合は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）、災

害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 37 年静岡県条例第 49

号）又は静岡県地震対策推進条例（平成８年静岡県条例第１号）第 34 条第１項に基づ

き、県が補償する。
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（事務）

第７条 コーディネーターに関する事務は、静岡県健康福祉部医療局地域医療課において

処理する。

附 則

この要綱は、平成 25 年９月 10 日から施行する。

附 則

この改定は、令和５年１月１日から施行する。
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令和７年９月 24 日開催 富士地域医療構想調整会議 

【富士市立中央病院】新病院建設について 

1/8 

1. 新病院建設事業の内容 

（1） 事業概要 

  富士市立中央病院（以下、「当院」という。）は、昭和 24(1949)年の開設以

来、富士医療圏における中核病院として、高度急性期医療を担うほか、結核、

感染症、救急医療等の不採算部門を受け持ち、住民の生命を持続的に守るこ

とで安全・安心な社会づくりの一翼を担ってきた。 

  しかしながら、昭和 59(1984)年に建築された現病院は 40年以上が経過し、

経年による建物・設備の老朽化・狭隘化に加え、医療安全対策や環境整備へ

の対応が必要なことや外来用駐車場の不足など、様々な課題を抱えている。 

  このため、今後も将来にわたって地域住民に信頼される病院として、安全

で質の高い医療を持続的に提供していくため、新たな病院の整備が必要と判

断した。 

  そこで平成29(2017)年度には病院内組織として新病院建設検討委員会（院

内）を設置し、医師、看護師、医療技術職等の医療スタッフから、現病院の

現状と課題を抽出し、新病院が持つべき機能や施設の配置等を検討を行った。

また、平成 30(2018)年度には市役所内組織として新病院建設検討委員会（庁

内）を設置し、令和２(2020)年度にかけて、近隣病院との統合や現地建替の

可否、老朽化対策の検討などを行った。令和３(2021)年度には、当院を取り

巻く環境を把握するための外部環境調査、当院の利用状況等を把握するため

の内部環境調査など、定量的データに基づく基礎調査を実施し、令和４

(2022)年度には地域医療機関や当院職員を対象にアンケート・ヒアリング調

査などを行い、地域医療支援病院として病病・病診連携における課題・役割

や、高度・複雑化する医療への適応に対する期待など、定性的な情報把握を

実施した。そして令和５(2023)年度には、基本構想の土台となる「新病院あ

り方検討報告書」の策定や建設候補地の検討、新病院建設にかかる財政シミ

ュレーションなど各種検討を行い、新たに市議会に設置された新病院建設特

別委員会との協議も経て、敷地内での現地建替として、令和 13(2031)年度の

新病院開院を目指すこととした。 

  令和６年度には新病院の基本構想・基本計画の作成のための有識者会議を

新設し、令和６年度には基本構想を策定し、令和７年度には基本計画を策定

予定である。また令和８年度には、基本設計デザインビルド方式にて、設計・

施工者を選定予定である。 
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【富士市立中央病院】新病院建設について 
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（2） 事業スケジュール 

 

 

（3） 現病院の概要 

 

※「病床数」及び「病床機能別病床数」は、令和６年度病床機能報告の数値。 

 

開院
開院準備

共用開始

既存病院解体

外構・駐車場

整備工事開始

完成

設計施工者選定

基本設計

実施設計

建設工事

(2031) (2032)

基本構想

基本計画

令和１２年度令和１３年度令和１４年度

(2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度令和１１年度

㎡

科目数

科目名

延床面積 31,543

病床数（※）

病床種別 一般 療養 精神 結核 感染症 計

許可病床数 504 0 0 10 6 520

428
施設全体の最大
使用病床数

病棟別の最大
使用病床数

488 0 0 0 6 494

病床機能（※）
機能種別 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

一般＋療養病床数 220 278 0 0 498

科目

診療科目

31

内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、脳神経

内科、リウマチ科、精神科、循環器内科、心臓血管外科、小児科、外科、整形外科、形
成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリ
テーション科、放射線画像診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、消化器外

科、病理診断科、（高齢診療科、手術管理科、臨床検査科）　（　　）院内標榜

（Ｒ5.4.1~Ｒ6.3.31 分） 
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（4） 新病院の概要 

 

◆ 病床種別ごとの内訳 

 
  

㎡

科目数

科目名

延床面積 38,250

病床数
病床種別 一般 療養 精神 結核 感染症 計

許可病床数 444 0 0 0 6 450

病床機能
機能種別 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

一般＋療養病床数 166 278 0 0 444

診療科目

科目32

内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、脳神経
内科、リウマチ科、精神科、循環器内科、心臓血管外科、小児科、外科、整形外科、形

成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリ

テーション科、放射線画像診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、消化器外
科、病理診断科、救急科、（高齢診療科、手術管理科、臨床検査科）　（　　）院内標榜
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2. 富士市立中央病院の役割・機能 

（1） 現在、当院が担っている役割 

  当院は、昭和 24(1949)年の開設以来、ＩＣＵ・ＮＩＣＵを有するなど高度

急性期医療を担うほか、結核、感染症、救急、周産期、小児、災害医療等の

不採算部門を受け持つ地域の中核病院であり、住民の生命を持続的に守るこ

とで安全・安心な社会づくりの一翼を担ってきた。また、地域がん診療連携

拠点病院として専門的ながん医療の提供、相談支援や情報提供などの役割を

担うほか、令和２年８月より県から新型コロナウイルス感染症重点医療機関

の指定を受け、主に中等症以上の患者受入を行ってきた。 

  特に、救急医療においては、救急受入困難事案６３０問題の解消や医療圏

内に三次救急を担う病院がないことから地域で果たすべき役割は大きい。当

院で救急患者を受け入れられない場合には一刻を争う救急医療に関わらず

市内完結が困難になることから、救急医療体制の強化を行ってきた。令和６

年度からは医師派遣元大学と協議の上で救急専門医を派遣により確保（週１

日）し、令和７年度からは週２日の派遣体制へと拡充した。また、令和７年

度中にはラピッド・ドクターカーを新たに整備し、救命率の向上と最適な搬

送先選定に寄与する見込みである。このような努力の結果、令和６年度には

救急搬送受入件数が 4,452 件と全国の第二次救急医療機関の中でも非常に

多くの件数を受け入れており、救急医療の最後の砦として機能している。（※

第二次救急医療機関3,060病院で年間4,000件以上の救急搬送受入は183病

院「（令和４年７月 27 日）第 11 回第８次医療計画等に関する検討会資料よ

り」） 

 

（2） 今後、当院が果たすべき役割 

  当院の新病院建設基本構想において、当院の基本方針として以下の５点を

示している。 

① 高度・専門医療の提供（⇒健全経営に基づきハイレベルな医療を

安全安心に提供します。） 

② 二次救急医療体制の充実（⇒ “断らない救急”を目指して提供体制

を強化します。） 
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③ 地域医療連携の推進（⇒ 機能分化と連携強化により地域完結型

医療を推進します。） 

④ 災害医療体制の整備（⇒ 大規模災害時、新興感染症拡大時に備え

て医療体制を整備します。） 

⑤ 次世代の医療を担う人材育成（⇒ 働きやすい職場環境を整備し

優れた医療人を育成します。） 

  また、これまで当院が担ってきた診療体制や診療実績を踏まえると、今後

も当院が果たすべき基本的な役割は大きく変わらず、特に、地域ごとに医療

提供体制の確保が不可欠と判断し定める６疾病６事業のうち、当院が現在果

たしている役割については、多様化する医療ニーズに対しても十分対応でき

るよう、一層の強化・充実を図るべきと認識している。現在、新たな地域医

療構想で検討されている急性期拠点機能（地域での持続可能な医療従事者の

働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多く

要する症例を集約化した医療提供を行う）は、当院の今後の役割と合致する

と考える。 

 

 

（3） 今後の病床機能のあり方の方向性 

  第９次静岡県保健医療計画において富士医療圏の課題として、医師少数区

域であり医療供給体制維持のために医師確保強化が必要なこと、三次救急体

制が完結していないため医療圏内・外との機能分担・連携体制の継続検討が

必要なことなどが挙げられている。地域に急性期を担う総合病院が限られて

いる中、当院は、急性期に特化し、あらゆる疾病・診療科に対応可能な総合

病院であることが地域から求められる役割であり、地域医療の最後の砦であ

り続けることが今後の目指すべき姿と考える。これらを踏まえ、新病院にお

６疾病６事業のうち当院が果たすべき役割
がん医療 〇 救急医療 〇
脳卒中 〇 災害医療 〇
急性心筋梗塞 〇 へき地医療 ×
糖尿病 〇 周産期医療 〇
精神疾患 × 小児医療 〇
肝疾患 〇 新興感染症 〇
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いて以下のとおり機能強化を図る。 

■救急医療、高度医療、がん医療：当院は第二次救急医療機関として多数の

救急患者を受け入れるとともに、脳卒中などいわゆる三次救に該当する患者

も相当数を受け入れている。一方、現病院の課題として、救急外来の診察室

が３室しかなく救急ストップが生じることがあり、また救急受入専用病床が

無いため夜間の救急患者が一般病棟に入院する際に配置人数の少ない看護

師の負担増加に繋がっている。加えて、重症者の対応病床がＩＣＵの６床し

かないため、人工呼吸器装着患者などの重症者も一般病棟で入院せざるを得

ず、医療安全上の課題や看護師の負担となっている。こうしたことから、新

病院では、救急外来の初療室を５室設けることで救急の入口部分を拡充し、

新たにＨＣＵを設け、緊急度の高い救急患者やその他の重傷者の受け皿とす

る。また、令和７年度より新たに心臓血管外科医が３名赴任し４名体制へと

拡充したが、新病院ではハイブリッドオペ室の新設やアンギオ、手術室の増

設等を行い医療圏外への患者流出が多い循環器疾患などについて体制を強

化し、救急・高度医療を充実させ、以って地域完結型医療の推進を図る。加

えて現在、救急専門医の配置強化に取り組んでいるが、将来的に体制が整っ

た場合を見据え、第三次救急医療機関へ機能転換が可能な施設づくりを行っ

ていく。がん医療については、高齢化の進行によるがん患者数の増加やがん

治療の進歩による外来化学療法の普及、及び、現在は内科・外科処置室で行

っている皮下注射の抗がん剤も通院治療室で実施すること等を見据え、化学

療法ベッドを９床から 20 床へ拡充し、令和５年に指定された地域がん診療

連携拠点病院として機能強化を図る。 

■周産期・小児医療：現在は産科病棟とＮＩＣＵは別病棟となっているが、

新病院では産科病棟・産科外来・ＮＩＣＵからなる周産期センターを新設す

るなど施設整備を行い、地域の他の医療機関で診れないハイリスク分娩を中

心に専門的かつ質の高い看護を提供できるようにする。また、現在は小児専

用病棟を有しているが、感染症患者が多いため病床稼働の時期変動が大きく、

また少子化による稼働率低下に陥っている。一方で、市内唯一の小児入院医

療を提供する医療機関であるため、新病院では成人との混合病棟とすること

で病院全体の稼働率向上を図るとともに、時期変動の大きい小児入院の受け

皿を確保する。 

■感染症医療：医療圏内唯一の第二種感染症指定医療機関として、感染症病

床６床の継続確保、各病棟に陰圧対応個室を新規整備、患者・スタッフの動

線分離（廊下・エレベータ等）に配慮するなど、機能的に充実させる。  
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3. 地域医療構想との整合について 

（1） 2025 年の機能別必要病床数の実現に向けて当院が行ってきた役割 

  これまで当院は、平成 24 年１月に小児病床 10 床の減少や、化学療法室の

拡充、女性専用外来の新設、新生児室の拡充を行うため許可病床 596 床を 56

床減少し、540 床とした。また、平成 25 年４月には、療養環境改善のために

６床室を４床室に変更するなどのため、許可病床を 20 床減少し、現在の許

可病床 520 床へと変更してきた。このように、平成 28 年３月に静岡県で地

域医療構想が策定される以前から医療ニーズに合わせて適正な病床数へと

適合を図ってきた。 

  地域医療構想の策定とともに病床機能別の 2025 年必要病床数が設定され、

さらに令和元年には病床機能の区分について、地域の実状を踏まえ医療機能

の分化・連携を進めるための目安的な基準「静岡方式」が導入された。平成

30 年度の病床機能報告では、医療圏内における高度急性期の必要病床数 208

床に対し医療圏全体の届出病床数は 56 床（うち 16 床が当院）と大きく不足

していたが、令和元年度において当院は静岡方式に基づき定量的な病床機能

の抽出を行うとともに、地域医療構想に沿った形で高度急性期病床として

220 床を報告し、不足していた高度急性期の必要病床数が充足されることと

なった。このように、地域医療構想調整会議や市内病院で構成される病院相

互連携会議、新病院建設の有識者会議において当院に求められる病床機能は

急性期に特化した病院であり、また医療圏が抱える救急課題や患者流出の課

題等と照らし合わせた際に、当院が回復期機能を新たに有することは適さな

いという見解が示されている中、2025 年機能別必要病床数の実現に向けて

当院が対応可能な範囲で適合を図ってきた。 

 

（2） 2025 年の機能別必要病床数を踏まえた当院が整備予定の機能別病床数 

  Covid-19 の影響を受ける前の平成 30 年の入院患者実績を基に、将来的な

推計人口や主要診断群（ＭＤＣ）構成率の変化を考慮し、当院の将来推計患

者数は次頁のグラフに示すとおりで、新病院開院以降直近の推計患者数は令

和 17 年時点の 11,539 人となる。平成 30 年度は、小児専用病棟など極端に

低い利用率の病棟を含めて 86.7％であったが、新病院では課題となる診療

科の病床規模等の見直しを行うことで病床利用率を 90％にすると想定し、

また平均在院日数は過去５年間（令和２年度～令和６年度）の平均値 11.6
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日と想定した場合、必要病床数は 443 床と試算される。これに感染症病床６

床を加え、全必要病床数は 450 床程度が適切と考える。 

  また、現病院はＩＣＵ６床を有しているが、地域的にも病院としても高機

能病床が不足しており、多数の重症患者を一般病棟で受け入れている。また、

救急患者の受け入れ専用病床が無く、夜間看護師の業務負担増加に繋がって

いる。これら課題を解決するため、新病院ではＨＣＵの重症度、医療・看護

必要度の基準を満たす患者数（医療需要）の試算結果等を踏まえ、ＨＣＵを

16 床新設する。加えて、現在は結核病床 10 床、感染症病床６床を有してい

るが、病床利用率が低い状況が続いているため、新病院では感染症病床６床

のみを整備し、結核患者の入院にも対応可能な施設整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院の将来推計患者数 
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地域医療構想調整会議 

令和７年９月２４日 

富士市立中央病院 

 

第四次中期経営改善計画(公立病院経営強化プラン)の改訂について 

 

１．改訂の目的 

  現在、富士市立中央病院は、令和13年度の新病院の開院に向けて、基本計画の策

定を進めています。 

  また、令和８年度には基本設計に着手する予定のため、本年11月に総務省との基

本設計前協議（以下協議）が予定されています。 

  協議におきましては、収支計画などの関係書類のほか、経営強化プラン（以下プラ

ン）の提出が求められているため、新病院建設事業の概要を追加するとともに、プ

ランの収支計画を変更するなど、プランの一部を改訂するものです。 

 

２．主な改訂の内容 

（1）新病院建設に伴う変更 

  「６ 施設・設備の最適化」に、「新病院の建設について」を新たに追加（P40、P41） 

  計画期間中の各年度の収支計画の変更（P58、P59）※暫定 

  「収支計画に連動する指標」の計画値の変更（P53、P54）※暫定 

（2）その他の変更 

  「４ 経営形態の見直し」について、本年４月に地方公営企業法の一部適用から全

部適用に移行したことを踏まえ、「計画期間中に見直し検討する」などの記載を、

「全部適用に移行した」などの記載に変更（P37） 

  「実績値が計画値を大幅に上回っている指標」の計画値の変更（P47、P51、P54） 

指標名称 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

がん化学療法レジ

メン適用件数 

3,000件 

⇒3,800件 

3,000件 

⇒3,800件 

3,000件 

⇒3,800件 

3,000件 

⇒3,800件 

救急車応需率 
85.0％ 

⇒90.0％ 

85.0％ 

⇒90.0％ 

85.0％ 

⇒90.0％ 

85.0％ 

⇒90.0％ 

健康・医療相談件

数 

2,100件 

⇒2,700件 

2,150件 

⇒2,750件 

2,200件 

⇒2,800件 

2,250件 

⇒2,850件 

紹介率 
74.0％ 

⇒77.0％ 

75.0％ 

⇒78.0％ 

76.0％ 

⇒79.0％ 

77.0％ 

⇒80.0％ 

診療材料費の共同

購入による削減額 

37,000千円 

⇒57,000千円 

39,000千円 

⇒58,000千円 

39,000千円 

⇒59,000千円 

41,000千円 

⇒60,000千円 

※過去の実績値は、プランのとおり 

 

３．その他 

  現在、協議に向けて新病院に係る事業費等を精査している段階のため、今回お示

ししました「収支計画」及び「収支計画に連動する指標」は【暫定】とさせていた

だきました。 

  今後、変更が生じることをご了承願います。 
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（現行）「公立病院経営強化プラン」概要  

 

１ 今後の対応方針 

（１）地域において今後担う役割・機能 

 ・地域の中核病院として、今後も高度急性期医療・急性期医療の提供を続けていきます。 

 ・他の医療機関で急変した患者の積極的な受け入れを継続するとともに、高度急性期、急性期医療

を担う地域包括ケアシステムの一翼を担っていきます。 

 ・富士医療圏は回復期の病床数の不足地域であることから、「富士市病院相互連携会議」などを通

じた情報共有や協力体制の見直しを実施していきます。 

 

（２）他医療機関との連携・役割分担 

 ・初期救急やファーストタッチを担う一次救急医療機関と入院治療を要する重症患者の受け入れを

担う二次救急医療機関との役割を明確にし、円滑な受け入れができるよう関係機関とともに検討

していきます。 

 ・富士医療圏における唯一の基幹病院の役割として、地域におけるさまざまな高度な医療機能を提

供していくため、医療人員や設備の確保を検討していきます。 

 

（３）医師の働き方改革への対応（医師・看護師・コメディカルスタッフの確保を含む） 

 ・定期的に大学への訪問を行いながら、各講座への常勤非常勤医師の派遣依頼をしていきます。 

 ・医師の確保が困難である診療科（麻酔科やリハビリテーション科等）は、人材派遣業者を通じた

医師確保に努めていきます。 

 ・看護師の新規採用では、富士市立看護専門学校を中心に一定の採用を行うとともに、既卒採用で

は、イベントブースへの出展や広報誌・ホームページを活用した採用活動を行うなど人材確保に

努めていきます。 

 ・将来を担う医師を確保していくため、熱意をもった丁寧な指導を続け、研修医が研修終了後に当

院を選択できる環境づくりに努めていきます。 

・勤怠管理システムのデータから、医師の勤務状況の実態を把握し、産業医等の面接指導や保健指

導などの健康確保措置に取り組んでいきます。 

 ・医師時間外労働年間上限 960 時間達成のため「医師労働時間短縮計画」を策定し、タスク・シフ

ト/シェアの取組を実施していきます。 

 

（４）新興感染症への対応 

 ・今後、同様の新興感染症が感染拡大した際には、これまでの経験を活かし、効率的に患者を受け

入れられるよう病床を整備します。 

 ・感染拡大時の看護師などスタッフの増員について、各病棟のリンクナースを招集し迅速に配置で

きるよう検討します。 

 ・感染拡大時や院内クラスターなど受け入れが困難となった場合には、近隣病院の状況を確認し、 

受け入れ要請をしていきます。 

医療機関名 富士市立中央病院 

診療科目 27 科 

許可病床数 
一般 療養 精神 結核 感染症 その他 計 

504   10 6  520 

資料４－２ 
（令和 5 年度資料） 
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 ・現在、マスク、ガウン、フェイスシールドなどの必要備品を備蓄し、感染症発生時に備えていま

すが、引き続き感染防護具等の備蓄を行っていきます。 

 ・ＩＣＴラウンドで、病院設備・環境・標準予防策の遵守等に関する巡視を定期的に実施します。 

 ・サーベイランス、感染症に関する相談、感染対策研修会の開催、職員ワクチン接種の推進などを

継続します。 

 ・院内感染対策マニュアルの改訂及び周知を行い感染防止対策の遵守に努めていきます。 

 

（５）その他 

①施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

 ・経年による施設や設備の老朽化が進行しているため、令和 17年度に向かって１年でも早い新病

院の開院を目指し検討を進めていますが、新病院の開院まで現施設を維持していくため、必要な

老朽化対策工事を実施します。 

 ・老朽化対策に加え、患者の療養環境の改善を図れるよう必要な対策を講じます。 

 ・医療機器の更新基準を明確にし、他病院と競争力を持ち、医療の質低下にならないよう更新計画

を策定します。 

 

  ②デジタル化への対応 

 ・業務効率化、医療の質向上のため、ＡＩ問診システムや遠隔診療など他院で先行、実証実験を進

めている事例について調査研究を進めます。 

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用ができるよう、オンライン資格確認を導入していますが電

子処方せん等、厚生労働省より新たな方針が示された場合、導入について検討します。 

 ・病院へのサイバー攻撃に対して、電子カルテシステムのインターネットに接続しない閉域網での 

  利用をルールとするほか、ＵＳＢなどの記録媒体の接続を禁止しています。また、厚生労働省の 

 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、オフライン環境においてもバッ 

  クアップデータを保存できる環境を構築しています。 

 

③経営の効率化 

・経費の節減に積極的・組織的に取り組む必要があるため、個別目標を定め、計画期間中の経営 

  収支の黒字化達成を目指していきます。 

 

２ 今後の病床機能（一般病床、療養病床） 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 合計 

現在の病床数＊ 220 284    504 
＊令和４（2022）年度病床機能報告より 

2025 年度の病床数 220 284    504 
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第1章 はじめに 

1 策定の趣旨 

富士市立中央病院では、市民が安心して医療を受けられるよう、質の高い医療の提供や患

者サービスの向上を図りつつ、安定した経営基盤を確立し、病院経営の健全化を図るため、

平成 21 年度に、平成 25年度までを計画期間とする「富士市立中央病院中期経営改善計画」

（一次計画）を策定しました。 

一次計画の期間が終了した後には、新たな環境の変化に対応し、地域で完結する医療の実

現に取り組み、より一層の経営基盤の強化を図るため、平成 26 年度に、平成 30年度までを

計画期間とする「第二次中期経営改善計画」（二次計画）を策定しました。 

二次計画では、院外処方体制への移行、静岡県立静岡がんセンター（都道府県がん診療連

携拠点病院）とのグループ指定による地域がん診療病院の指定、静岡県から地域医療支援病

院の承認を受けるとともに、緩和ケア外来やセカンドオピニオン外来の設置、精神神経科外

来の再開などの診療体制の拡充、高度医療機器の更新などにより、経営の改善を図ってきま

した。 

二次計画においても病院を取り巻く環境は依然として厳しさが増し、都道府県では地域

の医療提供体制の目指すべき姿を示す「地域医療構想」が定められたことから、新たな環境

の変化に対応していくとともに、地域において必要な医療提供体制の確保を図りながら、な

お一層の経営基盤の強化を図っていくため、平成 31 年度に、令和５年度までを計画期間と

する「第三次中期経営改善計画」（三次計画）を策定しました。 

三次計画では、地域医療支援病院として病病連携を推進するための「富士市病院相互連携

会議」の設置や、「地域がん診療連携拠点病院」の指定、放射線画像診断科と放射線治療科

の分離設置、総合入院体制加算２の取得、高度医療機器の更新、外部のコンサルティング業

者の支援などにより経営改善を図ってきました。また富士保健医療圏における唯一の感染

症指定医療機関としての役割のもと、令和２年１月の流行早期から新型コロナウイルス感

染症患者を受け入れ、同年８月には新型コロナウイルス感染症重点医療機関として県から

指定を受け、その役割を担ってきました。このコロナ重点医療機関の指定により、県からの

補助金を受け、経常収支が黒字化されましたが、本来の経営改善による成果とは言えず、ア

フターコロナを見据えるとさらなる経営改善を図っていく必要があります。 

このような中、令和４年３月 29 日付けで総務省から「持続可能な地域医療提供体制を確

保するための公立病院経営強化ガイドライン」が発出され、各公立病院等はガイドラインを

踏まえた「公立病院経営強化プラン」を策定することとなりました。 

これまで、一次、二次、三次計画の施策に基づき経営の健全化を進めてきましたが、今後

も新たな環境の変化に対応し、地域における当院の役割、機能を最適化するとともに、なお

一層の経営基盤の強化を図っていくため、公立病院経営強化ガイドラインを踏まえた「第四

次中期経営改善計画」（四次計画）を令和６年３月に策定しました。 

なお、現施設は建築から 40 年以上経過しているため、現地建て替えを最優先候補とし、
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令和 13 年度の新病院開院を目指すこととしたことから、新病院の建設を踏まえた収支計画

等の見直しを行い、引き続き四次計画の事業を推進していきます。 

これまでの 15年間を振り返り、取組の見直しを行ったうえで、次の時代への飛躍を図る

ため、引き続き安定した経営の下で、不採算医療や高度・専門医療等を提供する重要な役割

を継続的に担いながら、地域の基幹病院として市民の皆様に安全・安心な医療を提供できる

よう努めていきます。 

 

2 基本理念・基本方針 

本計画の基本理念は、富士市立中央病院の理念とします。 

『富士市立中央病院は、地域の基幹病院として、市民の皆様により良い医療をやさしく安

全に提供し、常に医療の向上に努めます。』 

また、当院は地域の中核病院としての役割のもと、５つの基本方針を定めており、それら

を踏まえた計画を遂行します。 

１ 高度・専門医療の提供 

２ 二次救急医療体制の充実 

３ 地域医療連携の推進 

４ 災害医療体制の整備 

５ 次世代の医療を担う人材育成 

 

3 基本指針 

 基本理念、基本方針を踏まえ、本計画の具体的な取組施策の指針として次のとおり定めま

した。 
  １ 地域から信頼される医療の推進 

  ２ 医療の質の向上 

  ３ 地域医療連携の推進 

  ４ 経営基盤の強化 

 
4 計画の位置づけ 

第六次富士市総合計画を上位計画として、過去の計画の達成状況の評価に基づき、今後の

病院運営に資する施策目標を掲げて富士市立中央病院第四次中期経営改善計画とするもの

です。 

 

5 対象期間 

本計画の対象期間は、令和６年度から令和10年度までの５か年とします。 
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第2章 富士市立中央病院を取り巻く環境 

1 国の政策動向 

(1) 診療報酬改定動向 

病院における収入や費用は、２年に１度の診療報酬改定により価格設定されるため、病院

経営に大きな影響を与えます。過去 10年程度の期間をみると、国の財源が厳しいこともあ

り、診療報酬全体はマイナス改定で推移しています。 

診療報酬の本体部分は「技術・サービスの評価」となっており、診療報酬点数の設定に関

係します。令和４（2022）年度診療報酬改定は＋0.43％で、看護職員の処遇改善や、不妊治

療の保険適用などが加味されています。 

一方の薬価等は、主に医療用医薬品の公定価格である薬価を指していて、薬価より低い価

格での流通などの理由より毎回下がっています。 

図表 1 診療報酬改定の動向 

 

図表 2 令和４年度診療報酬・薬価等改定 

 
出典：財務省 
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(2) 地域医療構想とは 

今後の人口減少や高齢化に伴い医療ニーズは変わることが見込まれており、質の高い医

療を効率的に提供できる体制を構築するために、医療機関の機能分化や連携を進める必要

があります。国は団塊世代が後期高齢にさしかかる 2025 年の医療需要と病床必要量を『高

度急性期・急性期・回復期・慢性期』医療に推計し、『地域医療構想』として策定しました。 

そのうえで、各医療機関には毎年の病床機能を報告させ、現状と将来的な見通しができる

仕組み作りや、各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分

化・連携に向けて協議する仕組みを構築しました。 
当院は、今後新病院の建設を控えていることから、新病院の医療機能や病床数については、

地域医療構想の範囲で検討を行い、構想区域における需要バランスを見ながら設定してい

きます。 

図表 3 地域医療構想について 

 

出典：厚生労働省 

 

(3) 公立病院経営強化プランの策定 

公立病院はこれまで、公立病院改革ガイドライン及び新公立病院改革ガイドラインに基

づき、公立病院改革プラン及び新公立病院改革プランを策定し、経営改善に取り組んできま

した。 
しかしながら、医師・看護師をはじめとした人材不足、人口減少や少子高齢化の急速な進

展に伴う医療需要の変化等により、依然として厳しい経営状況が続いています。 
また、新型コロナウイルス感染症への対応において、公立病院が中核的な役割を果たした

ことで、公立病院の果たす役割が改めて認識されるとともに、病院間の役割分担の明確化・

最適化や医師・看護師等の確保などの取組を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなり

ました。 
今後は、医師の時間外労働規制への対応も迫られるなど、更に厳しい状況が見込まれるこ

とから、国は令和 4 年 3 月に「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経

営強化ガイドライン」を新たに策定しました。 
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経営強化ガイドラインでは、①役割・機能の最適化と連携の強化、②医師・看護師等の確

保と働き方改革、③経営形態の見直し、④新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取

組、⑤施設・設備の最適化、⑥経営の効率化等の６項目を記載した「公立病院経営強化プラ

ン」の策定を求めています。 
 

図表 4 公立病院経営強化プランのガイドライン 

 
出典：総務省 
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2 県の保健医療計画について 

(1) 医療圏とは 

静岡県には「静岡県保健医療計画」で静岡県が設定した８つの医療圏があり、当院がある

富士市は富士保健医療圏（以下、「富士医療圏」という。）に位置しています。医療圏は、医

療法において病床の整備を図る際の地域単位であり、富士医療圏は、富士市と富士宮市で構

成されています。 

また、富士医療圏の既存病床数は 2,547 床で、基準病床数12,223 床よりも 324 床多く、

病床過剰地域となっているため、一般病床を増床することが原則はできない地域となって

います。 

図表 5 静岡県の医療圏の状況 

 

医療圏 構成市町村 

賀茂 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、 松崎町、西伊豆町  

熱海伊東 熱海市、伊東市 

駿東田方 沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、 伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、 長
泉町、小山町  

富士 富士宮市、富士市  

静岡 静岡市 

志太榛原 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、 吉田町、川根本町 

中東遠 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、 菊川市、森町 

西部 浜松市、湖西市  

出典：第８次静岡県保健医療計画 

 

                                                   
1 病床の適正配置の促進と適切な入院医療の確保を目的に、病床整備の基準として、医療

法第 30 条の４第２項第 12 号の規定に基づき、病床の種類ごとに定めるもの。既存病床

数が基準病床数を上回る圏域においては、原則として病院及び有床診療所の開設、増床等

はできず、開設の中止、増床数の削減等の知事の勧告の対象となる。 
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図表 6 基準病床数と既存病床数（一般病床及び療養病床） 
医療圏 基準病床数(床)A 既存病床数(床)B B-A(床) 

賀茂 520 858 338 

熱海伊東 826 1,136 310 

駿東田方 5,473 6,495 1,022 

富士 2,223 2,547 324 

静岡 5,566 6,386 820 

志太榛原 2,892 3,524 632 

中東遠 2,643 3,008 365 

西部 6,577 7,444 867 

総計 26,720 31,398 4,678 

出典：第８次静岡県保健医療計画 

 

(2) 病床機能報告 

富士医療圏には、12 の医療機関（一般病床または療養病床を有する医療機関）があり、

当院は、許可病床：504 床の富士医療圏で最も規模が大きい病院となります。また、ＩＣＵ

やＮＩＣＵ（新生児集中治療室）などの高度急性期機能として 220 床の届出をしているた

め、富士医療圏全域から患者が来院している診療科もあり、特に、富士市内においては、出

産対応や高度な手術を提供できるのは当院のみであり、基幹的な位置づけとなっています。 

また、富士医療圏における病床機能別必要病床数を、令和３（2021）年と団塊の世代が

75 歳以上となる令和７（2025）年で比較すると、高度急性期及び急性期病床数は過剰であ

り、一方で回復期の病床数は不足している医療圏となっており、病床数全体で見ると、200

床を超える病床不足地域となっています。 
図表 7 富士医療圏における病床数と病床種別（許可病床数） 

市 病院名 設置主体 

許可病床数（床） 

総計 
高度急
性期 

急性期 回復期 慢性期 

富
士
市 

富士市立中央病院 市町村 504 220 284 0 0 

共立蒲原総合病院 市町村 267 0 105 70 92 

医療法人財団百葉の会 
湖山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

医療法人 208 0 0 96 112 

新富士病院 医療法人 206 0 0 0 206 

富士いきいき病院 医療法人 197 0 0 197 0 

聖隷富士病院 その他の法人 117 0 82 35 0 

富士整形外科病院 医療法人 106 0 60 46 0 

医療法人社団秀峰会 
川村病院 

医療法人 76 0 76 0 0 

41



8 

芦川病院 医療法人 60 0  0 60 

富
士
宮
市 

富士宮市立病院 市町村 380 0 350 30 0 

一般財団法人 
富士脳障害研究所附属病院 

その他の法人 160 40 40 45 35 

医療法人社団鵬友会 
フジヤマ病院 

医療法人 110 0 60 0 50 

総計 2,391 260 1,057 519 555 

出典：厚生労働省 令和３年度病床機能報告（休棟中の病床は除外） 

 
図表 8 2025 年への必要病床数と各医療機関の病床機能報告病床数（富士医療圏） 

（単位：床） 

区分 

各医療機関自己申請 厚労省推計ツールによる推計 
差分 

(a)-(c) 2021 年７月１日現在 
(許可病床数）(a) 

2025 年必要病床数 
(c) 

高度急性期 260（220） 208 52 

急性期 1,057（284） 867 190 

回復期 519（ 0） 859 -340 

慢性期 555（ 0） 676 -121 

総計 2,391（504） 2,610 -219 

出典：厚生労働省 令和３年度病床機能報告（休棟中の病床は除外） 

※（ ）は、当院の病床数 
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3 医療需要の状況 

(1) 将来推計人口 

 富士医療圏の将来推計人口 
富士医療圏の人口は、令和２（2020）年時点では約 37万人でありますが、令和 37（2055）

年時点では約 26 万人となり、人口の減少が見込まれます。また少子高齢化が進み、75歳以

上の人口が、令和２（2020）年時点で約 5 万 4 千人であったものが、令和 37（2055）年時

点では約 7万 3千人と増える見込みです。 

図表 9 富士医療圏の将来推計人口 

  
出典：2020 年は国勢調査 

出典：2025 年～2045 年は国立社会保障人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（平成 30（2018）年

推計） 

出典：2050 年、2055 年は全国的な傾向と富士医療圏の人口を案分して算出 

 

 富士市の将来推計人口 
富士市の人口は、令和２（2020）年時点では約 25万人でありますが、令和 37（2055）年

時点では約 17万人となり、富士医療圏同様人口の減少が見込まれます。また少子高齢化が

進み、75歳以上の人口が、令和２（2020）年時点で約 3万 5千人であったものが、令和 37

（2055）年時点では約 4万 8 千人と増える見込みです。 
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図表 10 富士市の将来推計人口 

 
出典：2020 年は国勢調査 

出典：2025 年～2045 年は国立社会保障人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（平成 30（2018）年

推計） 

出典：2050 年、2055 年は全国的な傾向と富士市の人口を案分して算出 

 
 高齢化率・75 歳以上の割合 

富士市の高齢化率は、現在は県内や富士医療圏より低い状況ですが、今後は上昇が見込ま

れており、現在の 30％程度から令和 27（2045）年には 40％を超えることが見込まれます。

また、75歳以上の割合においても、同様の傾向が見られます。 
図表 11 高齢化率（左）、75 歳以上の割合（右）

 

出典：国立社会保障人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（平成 30（2018）年推計） 

  

44



11 

＜参考：当院の患者来院エリア＞ 
当院の入院患者の約８割以上は富士市からの患者となっていることから、主たる診療エ

リア（診療圏）を富士市と定義し、富士市在住データを将来の入院患者数推計の試算として

記載します。 

図表 12 当院の診療圏について 

 

出典：2021 年度 DPC データより 

 

(2) 将来的な患者数の見込み 

 富士市の入院患者数推計 
富士市の将来推計入院患者数は、人口減に伴う減少要因と、医療需要（受療率）が高まる

75 歳以上人口の増に伴う増加要因が均衡するため、令和 17（2035）年までは横ばいである

が、その後の入院患者数は緩やかに減少する見込みとなっています。しかしながら、2050 年

には団塊世代ジュニアが 75 歳以上年齢に到達するため入院患者数の減少傾向は一時下げ止

まると推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士市, 8518人, 85.9%

富士宮市, 843人, 8.5%
その他, 550人, 5.5%
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図表 13 富士市の入院患者数推計（1 日あたり） 

  
 
＜参考：将来推計の計算式＞ 
 
 
 
 
 
※将来にわたり、受療率が一定と仮定して試算 
 

＜参考：静岡県の入院受療率＞ 

図表 14 静岡県の入院受療率（全年齢、合計） 

 
出典：厚生労働省 患者調査 （平成 17～平成 29年） 
※受療率：人口 10万人あたりの患者数 
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 富士市の外来患者数推計 

富士市の外来患者数は、現状がピークであり、今後は減少が見込まれます。 

図表 15 富士市の外来患者数推計（1 日あたり） 

 
 

(3) 消防データにおける救急搬送状況 

消防データによると、令和元（2019）年度から令和３（2021）年度（４月～12 月比較）ま

でを見ると、各市で発生した中等症・重症患者の救急搬送先は、それぞれの自治体立病院で

収容しており、当院も富士市からの搬送の約６割を受け入れています。 

図表 16 富士市・富士宮消防 搬送医療機関別件数（重症・中等症の救急患者） 

医療機関 
富士消防（件） 富士宮消防（件） 

2019 年 2020 年 2021 年 2019 年 2020 年 2021 年

富士市立中央病院 1,494 1,492 1,773 41 49 60 

富士宮市立病院 26 28 37 975 1,004 1,113 

富士脳研病院 191 160 197 143 129 183 

共立蒲原総合病院 213 281 305 52 34 42 

聖隷富士病院 227 210 237 7 7 9 

川村病院 71 56 110 6 2 6 

静岡県立静岡がんセンター 40 52 50 18 22 39 

富士整形外科病院 37 41 72 2 4 2 

順天堂大学附属静岡病院 28 26 20 5 15 10 

富士いきいき病院 26 17 22 15 7 15 

フジ虎ノ門整形外科病院 1 0 0 19 9 19 

その他 150 166 159 69 68 80 

総計 2,504 2,529 2,982 1,352 1,350 1,578 

出典：富士市消防本部、富士宮市消防本部 
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(4) 患者流出入の状況 

 県の報告 

静岡県の報告によると、富士医療圏の流入率は 10.5％、流出率は 21.3％であり、流出も

流入も多い地域となっています。 

図表 17 静岡県集計 医療圏別流入・流出の状況 

 

出典：静岡県保健医療計画第２回策定作業部会資料１より（静岡県健康福祉部「在院患者調査」平成 29年

５月 31日）※◆は県内の各医療圏 

 
 DPC データ分析 

厚生労働省の公開情報（DPC データ）より、富士医療圏で発生した推定患者総数と、圏域

内医療機関を受診した推定受診患者数の状況をみると、消化器系疾患や女性系の疾患等で

特に流出が見られます。 

  

流出率:21.3% 
流入率:10.5% 
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図表 18 富士医療圏の患者流出入傾向 

 

出典：『令和元年度 DPC 導入の影響評価にかかる調査「退院患者調査」の結果報告について』より 

 

※推定患者総数とは、郵便番号が富士医療圏にある患者数の合計であり、推定受診患者数と

は、富士医療圏にある医療機関を受診した患者数の合計をいう。推定患者総数を推定受診患

者数が上回る疾患は、他の医療圏から患者が流入傾向にあり、下回る疾患は流出傾向にある

ことを示している。 
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第3章 富士市立中央病院の経営状況 

1 経営状況 

(1) 当院の決算状況の推移 

平成 29（2017）年度から令和元（2019）年度にかけて修正医業収益は徐々に増加してい

るものの、修正医業収支比率は緩やかに下落しています。これに伴い、一般会計からの補助

金は増加傾向にありますが、４条出資金も含めた繰入金合計としてはほぼ横ばいです。令和

２（2020）年度には、新型コロナウイルス感染症の影響により、修正医業収益は大幅に落ち

込んだものの、令和３（2021）年度には復調傾向にあります。また、コロナ患者の受け入れ

による国、県からの補助金により、令和３（2021）年度にかけて経常収支比率は向上し、一

般会計からの繰入金は大幅に減少しています。 

図表 19 過去５年間の経営状況

 

※修正医業収益とは、医業収益から他会計負担金を除いたもので、修正医業収支比率とは、

修正医業収益の医業費用に占める割合をいう。 
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図表 20 過去５年間の一般会計からの繰入金の状況 

 
出典：富士市立中央病院決算書 

 

(2) 当院の診療状況 

 延べ入院患者数 

当院の延べ入院患者数は、小児科や産婦人科患者の減により、近年、緩やかな減少傾向と

なっています。また、令和元（2019）年度末より、当院は、新型コロナウイルス感染症患者

受け入れによる病床制限をした影響及び受診制限により患者数が大きく減少しました。 

図表 21 診療科別延べ入院患者数 

（単位：人） 

科名/年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

内科 65,230 67,658 67,710 59,694 64,057 

循環器科 13,531 12,980 13,522 10,467 10,646 

精神神経科 0 0 0 0 0 

小児科 7,207 6,358 6,204 3,264 2,818 

外科 18,551 18,624 17,122 14,112 12,857 

整形外科 16,380 16,175 14,733 12,323 13,758 

形成外科 2,046 2,000 1,753 1,653 1,998 

脳神経外科 7,800 7,356 6,232 4,766 6,071 

皮膚科 927 1,083 738 366 372 

泌尿器科 10,131 10,034 10,058 8,159 6,854 

産婦人科 11,440 9,610 9,549 7,938 8,449 

眼科 1,146 1,260 1,307 726 640 

(千円) 

(年度) 
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科名/年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

耳鼻咽喉科 4,864 4,410 3,597 2,814 2,530 

放射線科 0 0 0 0 11 

放射線治療科 - - - - 14 

麻酔科 0 0 0 0 0 

歯科口腔外科 1,843 2,174 1,930 1,012 1,007 

総計 161,096 159,722 154,455 127,294 132,082 

出典：富士市立中央病院 病院年報 

 

 延べ外来患者数 

当院の延べ外来患者数は、令和元（2019）年度までは緩やかな減少傾向でしたが、入院と

同じく令和２（2020）年度からは新型コロナウイルス感染症の影響により、患者数は減少し

ています。 

図表 22 診療科別延べ外来患者数 

（単位：人） 

科名/年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

内科 58,464 56,612 57,820 55,065 58,211 

高齢診療科 - - - - 82 

循環器科 14,016 13,487 12,120 9,529 11,496 

精神神経科 2,783 3,069 3,560 3,315 3,614 

小児科 12,242 11,905 11,495 8,336 9,036 

外科 15,765 15,076 15,753 13,492 15,289 

整形外科 12,331 11,348 10,940 9,642 9,729 

形成外科 8,560 8,694 7,971 7,312 8,550 

脳神経外科 5,648 5,568 5,742 5,004 5,662 

皮膚科 11,891 11,462 12,268 10,098 10,144 

泌尿器科 19,141 19,385 21,414 25,724 20,694 

産婦人科 25,644 25,416 20,073 16,888 21,119 

眼科 11,067 10,844 10,924 9,897 10,039 

耳鼻咽喉科 12,833 13,127 12,698 10,324 11,358 

放射線科 5,198 5,697 5,040 5,138 1,362 

放射線画像診断科 - - - - 1,224 

放射線治療科 - - - - 3,572 

麻酔科 646 672 713 675 793 

歯科口腔外科 17,100 18,496 16,850 12,985 14,342 

総計 233,329 230,858 225,381 203,424 216,316 

出典：富士市立中央病院 病院年報 
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 手術件数 

当院の手術件数（手術室実施件数）は年々減少しています。令和３（2021）年度は、増加

傾向にありますが、麻酔科医不足などにより、大きく件数を増やせない状況が続いています。 

図表 23 診療科別 年次手術件数（手術室実施件数） 

（単位：件） 

科名/年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

内科 100 95 80 81 86 

循環器科 153 111 118 108 94 

外科 804 850 760 666 563 

整形外科 547 523 481 405 454 

形成外科 506 422 411 383 392 

脳神経外科 181 194 176 129 189 

泌尿器科 397 465 455 449 423 

産婦人科 595 533 496 457 553 

眼科 283 285 284 217 229 

耳鼻咽喉科 280 256 225 196 245 

小児科 1 0 0 0 0 

歯科口腔外科 163 197 169 69 118 

総計 4,010 3,931 3,655 3,160 3,346 

出典：富士市立中央病院 病院年報（５年間実施０件の診療科は表からは除外） 

 

 その他指標 

入院と外来の１日平均患者数は、減少しています。令和３（2021）年度は回復傾向にあり

ますが、病床制限などがあり、病床利用率は７割程度になっています。一方で、入院・外来

診療単価は上昇しています。 

紹介率・逆紹介率は、当院は地域医療支援病院としての基準を満たすために、紹介率 65％

以上かつ逆紹介率 40%以上を維持しています。 

 

 

図表 24 その他の指標 

項目 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

入院 1日平均患者数 441.4 人 437.6 人 422.0 人 348.8 人 361.9 人 

外来 1日平均患者数 956.3 人 946.1 人 931.3 人 837.1 人 893.9 人 

入院診療単価 55,709 円 56,629 円 58,395 円 61,804 円 66,108 円 

外来診療単価 14,238 円 14,927 円 15,778 円 17,173 円 16,554 円 

平均在院日数 12.7 日 12.8 日 12.0 日 12.2 日 11.8 日 
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項目 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

病床利用率（一般） 87.5％ 86.7％ 83.4％ 69.0％ 71.8％ 

紹介率 68.9％ 72.6％ 76.6％ 69.6％ 70.3％ 

逆紹介率 55.6％ 60.7％ 74.7％ 70.5％ 70.9％ 

出典：富士市立中央病院 病院年報等 

 

(3) 他病院との比較 

 比較対象病院 

令和元（2019）年度の決算データを基に、県内および近隣同規模病院８病院との比較を実

施しました。 

 

 

 

 

図表 25 比較対象病院の概要（令和元年度） 

項目 
富士市立 
中央病院 

藤枝市立 
総合病院 

島田市民 
病院 

磐田市立 
総合病院 

中東遠 
総合医療 
センター 

焼津市立 
総合病院 

分析時略称 富士 藤枝 島田 磐田 中東遠 焼津 

病床規模 

520 床 
一般：504床 
結核：10 床 
感染症：6床 

564 床 
一般：564床 

536 床 
一般：467床 
療養：35 床 
結核：8床 
精神：20 床 
感染：6床 

500 床 
一般：498床
感染：2床 
 

500 床 
一般：496床
感染：4床 
 

471 床 
一般：471床 

1 日平均 
入院患者数 

422 人 445 人 369 人 440 人 415 人 382 人 

1 日平均 
外来患者数 

931 人 1,098 人 792 人 1,222 人 1,209 人 948 人 

経常収支比率 98.6% 100.0％ 90.9％ 96.5％ 97.6％ 96.2％ 

医業収支比率 91.3% 101.7％ 89.9％ 98.1％ 94.4％ 91.9％ 

経営形態 一部適用 全部適用 全部適用 全部適用 全部適用 全部適用 

出典：総務省地方公営企業年鑑 

 

 

 

 

 

 

＜県内の同規模病院との比較条件＞ 

・一般病床が 500 床前後（±50 床） 

・経営形態が全部適用または一部適用の病院 
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図表 26 県内の参考病院の概要（令和元年度） 

項目 沼津市立病院 富士宮市立病院 共立蒲原総合病院 

分析時略称 沼津 富士宮 蒲原 

病床規模 
387 床 

一般：387 床 
380 床 

一般：380 床 
267 床 

一般：175 床 
療養：92 床 

1 日平均 
入院患者数 

285 人 250 人 203 人 

1 日平均 
外来患者数 

660 人 534 人 337 人 

経常収支比率 100.7% 91.6％ 100.0％ 

医業収支比率 90.5% 86.9％ 86.5％ 

経営形態 一部適用 一部適用 一部適用 

出典：総務省地方公営企業年鑑 

 

 比較対象病院との相違 

 対象病院と比較すると、病床利用率は上位３番目であり、医師 1 人１日あたりの患者数

も上位３番目（参考病院を除く）となっています。 

図表 27 病床利用率（一般）及び平均在院日数（一般）との比較
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図表 28 平均患者数（入院・外来）/医師/日の比較 

 

 

診療単価では、入院は外来ともに中央値レベルに位置しています。 

対医業収益比率をみると、給与費対医業収支比率は３番目（参考病院を除く）、材料費対

医業収支比率は３番目（参考病院を除く）に高い傾向にあります。 

図表 29 診療単価の比較（入院・外来） 
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図表 30 対医業収益割合の比較 

 

 

100 床あたりの職員数は 5 番目（参考病院を除く）なので、人数が多いというわけではあ

りませんが、職種別月額給与費をみると、医師は最も高く、またその他の職種をみても月額

給与費が高い傾向にあります。 

図表 31 100 床あたり部門別人数の比較 
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図表 32 職種別月額給与費の比較 

 

 

出典：総務省地方公営企業年鑑 
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2 患者状況 

(1) 住所別来院状況 

当院の入院患者における患者住所を地区別に集計すると、富士市内の患者が８割以上を

占めており、近年、その割合は概ね横ばいとなっています。 

図表 33 患者住所別（地区別）の入院患者数 

（単位：人） 

地区 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

吉原地区 567 515 539 481 457 

伝法地区 668 651 715 604 584 

今泉地区 745 720 749 691 684 

神戸・青葉台地区 222 240 219 219 193 

広見地区 336 318 326 264 259 

大淵地区 837 776 785 764 642 

富士見台地区 233 200 188 197 150 

原田地区 416 406 410 354 328 

吉永地区 282 294 281 258 270 

吉永北地区 76 73 82 70 82 

須津地区 415 439 416 389 350 

浮島地区 64 42 79 36 55 

元吉原地区 355 350 326 275 298 

富士北・富士駅北地区 866 846 889 794 813 

富士駅南地区 433 436 427 373 348 

田子浦地区 459 489 525 422 466 

富士南地区 752 790 788 750 603 

岩松・岩松北地区 904 873 859 783 658 

鷹岡地区 388 379 399 367 311 

丘地区 609 553 599 533 439 

天間地区 264 206 259 189 195 

富士川・松野地区 447 451 470 403 333 

富士宮市 1,002 975 1,074 983 843 

沼津市 108 79 73 80 91 

静岡市 303 342 340 277 188 

その他県内 125 152 113 96 95 

県外 234 228 218 233 176 

総計 12,110 11,823 12,148 10,885 9,911

（参考）富士市内割合 85.4% 85.0% 85.0% 84.7% 85.9%

出典：富士市立中央病院 病院年報 
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(2) 疾患別の入院患者数の状況 

疾患別の入院患者では、新生物が全体の 23.9%を占めて最も多く、続いて循環器系疾患

（14.4%）や消化器系疾患（12.8%）が多い状況です。 

図表 34 疾患別の入院患者数 

分類名 総数 構成比 

感染症・寄生虫症 179 人 1.8% 

新生物 2,365 人 23.9% 

血液・造血器疾患 65 人 0.7% 

内分泌・栄養・代謝 247 人 2.5% 

精神障害 13 人 0.1% 

神経系疾患 206 人 2.1% 

眼及び付属器疾患 203 人 2.0% 

耳及び乳様突起疾患 72 人 0.7% 

循環器系疾患 1,424 人 14.4% 

呼吸器系疾患 823 人 8.3% 

消化器系疾患 1,269 人 12.8% 

皮膚・皮下組織疾患 70 人 0.7% 

筋骨格系・結合組織疾患 208 人 2.1% 

尿路生殖系疾患 753 人 7.6% 

妊娠、分娩及び産じょく 688 人 6.9% 

周産期に発生した病態 159 人 1.6% 

先天奇形、変形および染色体異常 57 人 0.6% 

症状、徴候、診断不明確 37 人 0.4% 

損傷、中毒、その他外因 821 人 8.3% 

傷病及び死亡の外因 -- -- 

健康状態に影響を及ぼす要因 -- -- 

特殊目的用分類 252 人 2.5% 

総数 9,911 人 100.0% 

出典：富士市立中央病院 令和３年度病院年報  
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第4章 富士市立中央病院の現状（役割）、課題、今後に向けて 

1 概要 

(1) 病院の概要 

病床数 

一般病床：504 床 

結核病床：10床 

感染症病床：６床 

合計：520 床 

診療科 

糖尿病・内分泌・血液内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、 

脳神経内科、リウマチ・膠原病内科、高齢診療科、精神神経科、 

循環器内科、心臓血管外科、小児科、外科、整形外科、形成外科、 

脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、 

リハビリテーション科、放射線画像診断科、放射線治療科、麻酔科、 

病理診断科、歯科口腔外科、手術管理科、臨床検査科 

主な公的指定 

・保険医療機関 

・生活保護法指定医療機関 

・国民健康保険療養取扱機関 

・指定自立支援医療機関 

・労災保険指定医療機関 

・被爆者一般疾病医療機関 

・救急告示病院（病院群輪番制病院） 

・地域周産期母子医療センター 

・第二種感染症指定医療機関 

・身体障害者福祉法指定医 

・災害拠点病院 

・母体保護法指定医 

・静岡ＤＭＡＴ指定病院 

・エイズ拠点病院 

・地域がん診療連携拠点病院 

・出入国管理及び難民認定法に基づく指定医 

・地域医療支援病院 ・難病医療協力病院 

・臨床研修指定病院（単独型） 

・日本医療機能評価機構認定病院（３rdG Ver.3.0） 
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2 役割・機能の最適化と連携の強化 

(1) 地域医療構想等を踏まえた果たすべき役割・機能 

 現状 
国が政策医療として医療計画に盛り込むべき項目に５疾病６事業があります。 
５疾病とは、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病及び精神疾患で、死亡率が高く患者数

も多いため、継続的に適切な医療が受けられるように連携して医療を提供することが必要

です。 
６事業とは、地域医療の確保において重要な課題となる救急医療、災害時における医療、

へき地の医療、周産期医療、小児医療及び新興感染症医療で、採算の面から民間が提供する

ことが困難な事業を、公立病院としてこれらに対応した医療提供体制を構築することによ

り、患者や住民が安心して医療を受けられるようにするものです。 
富士医療圏における当院の政策医療は、５疾病のうち精神疾患を除いた４疾病を、６事業

のうちへき地医療を除いた５事業を担っています。 
また、当院は、富士医療圏の中でもＩＣＵやＮＩＣＵ（新生児集中治療室）を備えており、

地域での高度急性期や急性期医療を担っています。 

富士医療圏における病床機能別必要病床数を、令和３（2021）年と団塊の世代が 75歳以

上となる令和７（2025）年で比較すると、高度急性期及び急性期病床数は過剰であり、一方

で回復期の病床数は不足している医療圏となっており、病床数全体で見ると、200 床を超え

る病床不足地域となっています。 
図表 35 富士医療圏における政策医療の動向 ５疾病６事業 

政策医療 富士医療圏 他の医療圏との連携 

５
疾
病 

がん 

（地域がん診療連携拠点病院） 
・富士市立中央病院 
（静岡県地域がん診療連携推進病院） 
・富士宮市立病院 

（がん診療連携拠点病院） 
・静岡県立がんセンター 
（小児がん拠点病院） 
・静岡県立こども病院 

脳卒中 

（救急医療対応） 
・富士市立中央病院 
・富士宮市立病院 
・一般財団法人富士脳障害研究所 
附属病院 

 

急性心筋梗塞 
（救急医療） 
・富士市立中央病院 
・富士宮市立病院 

 

糖尿病 

（専門治療・急性増悪時治療） 
・富士市立中央病院 
・富士宮市立病院 
・共立蒲原総合病院 

 

精神疾患 

（精神科救急医療を担う基幹病院） 
・公益財団法人復康会鷹岡病院 
（精神科救急医療を担う輪番病院） 
・なし 

（後方支援病院） 
・静岡県立こころの医療センター 
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政策医療 富士医療圏 他の医療圏との連携 

６
事
業 

救急医療 

（二次救急医療） 
・富士市立中央病院 
・富士宮市立病院 
・一般財団法人 富士脳障害研究所附
属病院 

・一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 
・医療法人社団秀峰会川村病院 

（三次救急医療） 
・順天堂大学医学部附属静岡病院 
・静岡県立総合病院 
・沼津市立病院 

災害医療 
（災害拠点病院） 
・富士市立中央病院 
・富士宮市立病院 

 

へき地医療 なし  

周産期医療 

（地域周産期母子医療センター） 
・富士市立中央病院 
（産科救急受入医療機関） 
・富士宮市立病院 

（総合周産期母子医療センター） 
・順天堂大学医学部附属静岡病院 
・静岡県立こども病院 
・社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷浜松病院 

小児医療 
（小児救急医療） 
・富士市立中央病院 
・富士宮市立病院 

（小児救命救急医療） 
・静岡県立こども病院 
・順天堂大学医学部附属静岡病院 
・沼津市立病院 
（高度小児専門医療） 
・静岡県立こども病院 

新興感染症医
療 

（第二種感染症指定医療機関） 
・富士市立中央病院 

（第一種感染症指定医療機関） 
・静岡市立静岡病院 

出典：第 8次静岡県保健医療計画（平成 30年 3月策定）より抜粋 

【再掲】図表 36 2025 年への必要病床数と各医療機関の病床機能報告病床数（富士医療圏） 

（単位：床） 

区分 

各医療機関自己申請 厚労省推計ツールによる推計 
差分 

(a)-(ｂ) 2021 年７月１日現在 
(許可病床数）(a) 

2025 年必要病床数 
(ｂ) 

高度急性期 260（220） 208 52 

急性期 1,057（284） 867 190 

回復期 519（0） 859 -340 

慢性期 555（0） 676 -121 

総計 2,391（504） 2,610 -219 

出典：2021 年 7月 1日現在 令和３年度病床機能報告 

※（）は、当院の病床数 
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 課題と今後の方向性 
当院は、地域がん診療連携拠点病院、二次救急医療以上のいわゆる三次救急への対応、地

域周産期母子医療センターなど、多くの高度急性期及び急性期医療を担っており、地域にお

ける中核的な役割を担っていることから、今後も富士医療圏における高度急性期医療及び急

性期医療の提供を続けていきます。高度急性期及び急性期医療を継続することにおいて、富

士医療圏には回復期及び慢性期病床が不足することが見込まれていますが、適切なタイミ

ングで転院調整ができるように、個別訪問や、当院を含めた市内９病院で組織する「富士市

病院相互連携会議」などを通じ関係構築に努めていきます。 
 
(2) 地域包括ケアシステムの構築に向けた果たすべき役割・機能 

 現状 
地域包括ケアシステムは、団塊の世代が 75歳以上となる令和７（2025）年を目途に重度

な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムを指し

ています。当院は、介護施設は併設していませんが、日ごろから市内を中心に介護施設で急

変した患者を受け入れています。また、地域医療支援病院として、積極的に地域医療機関で

対応困難な患者を受け入れ、急性期治療が終わった患者に対しても、積極的に地域医療機関

への逆紹介を推進しています。 
毎年の市民公開講座を通じて、富士市民に正しい医療知識への啓発活動や健康増進活動

も続けており、市民の健康向上、介護予防への取組も実施しています。 
 

図表 37 地域包括ケアシステム 

 
出典：厚生労働省 地域包括ケアシステム 
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 課題と今後の方向性 
当院は今後も介護施設のみならず、他の医療機関で急変した患者の積極的な受入れの継

続と、地域医療支援病院としての役割を果たし、高度急性期、急性期医療を担う地域包括ケ

アシステムの一翼を担っていきます。 
当院では、急性期治療を終えた患者の早期退院に努めていますが、富士医療圏は回復期の

病床数の不足地域であることから、当院への入院期間が長くなる傾向にあります。そこで当

院としては新たな連携病院・連携機関を増やすことや、地域の病院への転院・施設入所など

がスムーズに進むように連携を強化すること、「富士市病院相互連携会議」などを通じた情

報共有や協力体制の見直しを実施していきます。 
また、医師や看護師などの医療従事者の確保、診療科数の維持は必須条件となることから、

これまでどおり、派遣元医局との繋がりや、積極的な採用活動を継続していきます。 
地域住民と医療機関を繋ぐ機会は、意識して設ける必要があります。現在も実施している

市民公開講座は続けていき、その時の情勢に応じたテーマを発信していきます。 
図表 38 500 床以上の病院と比較した転院患者の在院日数に関する指標比較 

項目 当院 他病院 

転院患者の平均在院日数 36.6 日 30.4 日 

DPC 病棟の平均在院日数 36.6 日 30.0 日 

期間Ⅱを超えた割合 74.6% 63.7% 

※22年 4月～9月の DPC データ、500 床以上の病院 113 病院と比較 

※転院患者：様式１の退院先が「４ 他の病院・診療所への転院」を集計 

 
(3) 機能分化・連携強化 

 現状 
富士医療圏、富士市の中核的な役割を担う基幹病院として、地域の中でもその機能・役割

は認識されています。富士市病院相互連携会議においても、三次救急への対応依頼や急性期

病床数の維持、地域の医療機関が対応できない高度医療への対応依頼があり、その役割を認

識しています。 
また、富士医療圏の医師会に属する医療機関に対し令和４年度に実施した地域医療機関

アンケートにおいても、感染症や三次救急医療は期待されている機能であり、二次救急は地

域で既に認められる機能となっています。 
患者に安心で質の高い医療を提供するため、日ごろの健康管理や治療を継続する地域の

かかりつけ医と、高度で専門的な医療を提供する当院で協働して治療を行う、「二人主治医

制」を推進しています。また脳卒中と大腿骨頚部骨折、がんの地域連携パスを活用し、地域

との連携を図っています。 
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図表 39 地域医療機関アンケートによる当院の特長と当院への期待 

 
※地域医療機関アンケートより 

 
 課題と今後の方向性 

現時点では、高度急性期・急性期医療を担う医療機関としての役割を担う予定ですが、大

きく２つの課題を抱えています。 
第１に、「630 問題2」といわれている救急搬送の受け入れに関する困難事例があります。

この問題については、富士医療圏における地域医療構想の推進に向けた協議の場である「富

士地域医療構想調整会議」において、救急搬送先決定時間の短縮や基幹病院の満床状態への

対策などについて協議するため、富士保健所長を座長とする「富士地域救急医療体制ワーキ

ンクグループ」が設置され、課題解決に向けた検討が行われました。また、富士地域メディ

カルコントロール協議会では、この問題を最重要課題に位置づけ、課題解決に向けた協議を

継続しています。当院においても、二次救急医療機関の役割を果たすべく、初期救急やファ

ーストタッチを担う一次救急医療機関と入院治療を要する重症患者の受け入れを担う二次

救急医療機関との役割を明確にし、円滑な受け入れができるよう富士市病院相互連携会議

をはじめ関係機関とともに検討していきます。 
第２に、今後は新病院の建替えを予定していることから、地域医療構想やアフターコロ

ナの状況等を踏まえながら基本計画策定の中で適正な病床数、機能の検討を進めていきま

す。 

                                                   
2 搬送先が決まるまでに病院への照会６回以上または 30 分以上かかる問題 

（件） 

（回答数） 
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また、地域医療機関アンケート調査における今後当院に期待される医療機能として、がん、

脳血管疾患、心疾患医療のほか、さまざまな医療機能が挙げられています。地域における唯

一の基幹病院である当院の役割として、さまざまな高度医療機能を提供していく必要があ

るので、地域の期待に応えられるよう医療人員や設備の確保を検討していきます。 
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3 医師・看護師等の確保と働き方改革 

(1) 医師・看護師等の確保 

当院は、富士医療圏内では、稼働病床数あたりの医師の数は多い状況ですが、高度医療の

提供や医師の働き方改革への対応などの課題を考えると十分とはいえません。また医師以

外の職種についても、少ない職種があり、採用を強化していく必要があります。 

富士医療圏の基幹病院である当院の果たすべき役割・機能に対応した医療従事者を確保

することは、持続可能な病院経営を進めるだけでなく、感染拡大や災害時の対応においても

重要なものです。このことから医療従事者の確保について、以下のとおり取り組んでいきま

す。 

当院は、富士医療圏内では、稼働病床数 100 床あたりの医師の数は多い状況ですが、医師

の不足は否めません。医師の確保は、病院収益に大きな影響があるとともに、医師の負担軽

減や働きやすい職場環境の構築に向けても重要になります。これまで通り、定期的に派遣元

大学への訪問を行いながら、各講座への常勤・非常勤医師の派遣を依頼していくとともに、

医師の確保が困難である診療科（麻酔科やリハビリテーション科等）は、人材派遣業者を通

じた医師確保に努めていきます。 

また、医師の所属する学会や調査研究に係る費用については、これまでと同様の助成をし

ていきます。 

看護師の確保も、質の高い医療を提供していくためには重要であり、看護の質を高めてい

く必要があります。新卒採用では、富士市立看護専門学校を中心に、一定数の採用を行って

おり、既卒採用ではイベントブースへの出展、広報紙「病院だより」やウェブサイトを活用

した採用活動等を行うなど、人材確保に取り組んでいます。また助産師資格の取得を目指す

看護職員への助産師修学資金貸付・免除制度や資格取得認定費用についてもこれまでどお

り助成していきます。さらに、看護実習生や、学生の見学についても積極的に受け入れてい

きます。 

医師、看護師以外の医療従事者においても質の高い医療を提供していくために、適正な配

置に留意していくとともに、各種資格・認定についてもこれまで通り助成していきます。 
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図表 40 富士医療圏における医療従事者の状況（100 床あたり換算） 

（単位：人） 

市 病院名 

稼
働
病
床
数(

床)
 

医療従事者数 

医
師 

看
護
師
＋ 

助
産
師
＋ 

准
看
護
師 

看
護 

補
助
者 

療
法
士 

薬
剤
師 

放
射
線 

技
師 

検
査 

技
師 

臨
床
工 

学
技
士 

管
理 

栄
養
士 

富
士
市 

富士市立中央病院 498 22.3 107.6 17.1 4.6 4.8 5.6 7.0 1.4 1.0 

共立蒲原総合病院 247 11.1 76.5 20.6 9.8 4.0 6.5 6.8 1.6 2.0 

医療法人財団百葉の会 
湖山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

208 4.4 41.5 29.8 40.8 1.7 0.5 0.5 0.0 3.8 

新富士病院 206 4.9 47.8 32.9 10.7 2.8 1.5 1.8 2.9 1.0 

富士いきいき病院 197 5.9 52.1 21.4 44.7 2.2 2.5 2.3 0.0 2.7 

聖隷富士病院 117 14.6 124.5 18.8 10.3 6.0 7.7 10.9 11.1 2.6 

富士整形外科病院 106 13.6 65.1 17.9 44.5 5.1 4.7 3.8 0.0 1.9 

医療法人社団秀峰会 
川村病院 

56 21.1 143.2 19.6 0.0 0.0 7.1 5.4 0.0 0.0 

芦川病院 60 5.5 34.5 21.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 1.7 

富
士
宮
市 

富士宮市立病院 380 18.9 89.1 14.3 7.1 5.8 4.7 6.0 2.1 1.1 

一般財団法人 
富士脳障害研究所附属
病院 

160 8.1 64.1 26.3 25.5 4.0 3.8 4.4 0.6 2.4 

医療法人社団鵬友会 
フジヤマ病院 

110 6.4 43.7 21.4 6.4 1.8 2.0 2.0 0.0 1.8 

※令和２年 病床機能報告（施設票） 

※医療従事者数は、常勤＋非常勤（常勤換算）の合計数 

※太字：各職種で最も値が大きい病院 

 
(2) 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

臨床研修医から選ばれる病院を目指し、病院を挙げて初期臨床研修医への指導を熱心に

取り組んでいます。その結果、近年は見学者や研修医受験者が増加しています。 
10 年程前では、１～２人の研修医数でしたが、指導医をはじめ育成に携わる医療従事者

の協力のもと、熱心な指導を行うことで年々初期臨床研修医数が増え、令和２年度からは、

１，２年次上限６名の定員を満たし、年間 12 名の初期臨床研修医を確保することが出来て

います。近年はさらに口コミにより、毎年見学者や初期臨床研修医受験者が増加しています。 
さらには、令和３年度から毎年当院での後期臨床研修を希望する初期臨床研修医が出だ

し、当院の内科の後期臨床研修プログラムに沿った指導を行っています。 
将来を担う医師を確保していくためにも、熱意をもった丁寧な指導を続け、研修医が研修
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終了後に当院を選択できる環境づくりに努めていきます。 

 

 
(3) 医師の働き方改革への対応 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が平成 30年７月に成立し、医

師については令和６（2024）年４月から施行することとなりました。医師の働き方改革は、

勤務医の適切な労働管理が求められるとともに、勤務医の時間外労働の年間上限を 960 時

間とすることなどを目標に、他職種へのタスク・シフト/シェアをはじめとした、医師の働

き方の適正化に向けた院内全体での取組が求められています。 

当院は、これまで医師だけでなく、看護師や医療技術者を含めた職員全体の勤務環境につ

いて「勤務環境改善計画」を策定し、年次目標を定め、定期的に進捗管理し業務改善を行っ

てきました。 

当院では以下の取組により、医師の働き方改革を推進していきます。 

第１に、既に導入しているＩＣカードを用いた勤怠管理システムのデータから、医師の勤

務状況の実態を把握していきます。そのうえで、当院が定める働き方改革に係る健康確保指

針では、面接指導、休暇の取得や、連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息に関

し、その基準を定めていることから、長時間勤務医師への産業医等による面接指導や保健指

導などの健康確保措置に取り組んでいきます。 

第２に、医師時間外労働年間上限 960 時間の令和６年度達成は困難と予見されることか

ら、「医師労働時間短縮計画」を策定し、タスク・シフト/シェアの取組を実施していきます。 

タスク・シフト/シェアは、医師から看護師や特定行為看護師、助産師、薬剤師などの医療

技術者へ、職種毎に業務を一部移行していくものですが、特に特定行為看護師は、当院に研

修施設を備えていることから、認定看護師とともに積極的に育成していきます。この他、病

棟薬剤師の活用や臨床検査技師、放射線技師、臨床工学士の活用についても推進計画を定め

取り組んでいきます。 
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4 経営形態の見直し 

当院は、昭和 36 年４月より地方公営企業法の財務規定等一部を適用してきましたが、絶

え間なく変化する医療環境や医療ニーズに対し、安定した経営のもとで必要な医療体制の

確保や高度・専門的医療等を継続的に提供することが課題となっていました。 

このため、令和６年度に地域の実情を踏まえた最適な経営形態について検討を行った結

果、令和７年４月から地方公営企業法の全部適用に移行しました。 

今後は、地域の基幹病院として、将来にわたりより良い医療を安定して提供していくため、

病院事業管理者を中心に全職員が一丸となり、更なる経営改善に努めていきます。 

図表 41 経営形態比較表 

区分 
地方公営企業法 

一部適用 
（財務適用） 

地方 
公営企業法 
全部適用 

地方独立 
行政法人 

(非公務員型) 
指定管理者 民間譲渡 

開設者 地方公共団体 民間法人等 

運営 
責任者 

地方公共団体の
長 

（市長など） 
事業管理者 

法人の長 
（理事長） 

受託事業者 
民間法人等 
（理事長） 

職員の 
身分 

地方公務員 法人職員 民間労働者 

職員の 
給与 

条例で規定 
地方公共団体と 
同一給与制度 

事業管理者が
決定 

独自の給料表
の設定が可能
(種類と基準は
条例で規定) 

法人独自の給
与等を決定 

指定管理者で
ある事業受託
者との雇用契
約及び労働協

約による 

民間法人等と
の雇用契約及
び労働協約に

よる 

職員の 
定数の 
設定 

条例で定める 
中期計画の範
囲内で法人が

定める 

受託事業者の 
計画の中で定

める 

民間法人等の 
計画の中で定

める 

一般会計
からの繰

入 

公営企業法に基づき、負担金、
補助金として繰入可能 

自治体の判断
により、必要
な金額の一部
または全額を
交付可能 

指定管理料と
して支払う 

なし 

予算 

地方公共団体の
長が作成 

議会の議決が必
要 

事業管理者が
原案及び説明

書を作成 
首長が調製 

議会の議決が
必要 

中期経営計画
の範囲内で理
事長が作成 
議会の議決は

不要 

指定管理者が
作成 

議会の議決は
不要 

民間法人等が
作成 

地方公共団体
への 

報告義務なし 

メリット 

 現状 

人材確保の自
由度 

理事会での意
思決定 

民間事業者の経営手法を用いた
病院運営 

デメ 
リット 

市から独立す
ることによる
管理部門の負

担増 

職員の離職、
給与見直しの

可能性 
指定管理者先

の選定 

職員の離職、
給与見直しの

可能性 
政策医療の継

続可否 
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5 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

当院は、第二種感染症指定医療機関として指定を受けており、感染症病棟を設置し、感染

対策室を組織して、地域における感染症対応を担っています。 

コロナ禍においても当院は、拡大初期の令和２年１月末から新型コロナウイルス感染症

患者を受け入れており、令和２年５月の流行期には一般病棟のうち１病棟を、新型コロナウ

イルス感染症患者専用病棟（以下「コロナ専用病棟」という。）へと切り替えました。８月

には県から新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指定を受け、主に中等症以上の患者

を受け入れ、地域の基幹病院としてその役割を担ってきました。コロナ専用病棟は、空調設

備の変更や可動壁を設置し、感染フェーズに対応できる設備としました。また重症患者の受

け入れのためＩＣＵ（集中治療室）の改修も行いました。 
 コロナを病棟へ持ち込まない方針のもと、入院患者の面会制限や、職員休憩所の確保、職

員への感染対策教育のほか、さまざまなコロナ対策を講じてきましたが、院内クラスターが

発生し、緊急事態への対応を経験してきました。 
 また、新型コロナウイルス感染拡大初期には、患者の対応をしていく中で、多くの医療物

資の不足から、平時における備えの重要性を認識しました。 
これら経緯を踏まえ、新型コロナが５類となったことも考慮しつつ対応を検討したうえ、

感染拡大等に備えた平時からの取組について以下のとおり推進していきます。 
第１に、病床の確保についてですが、これまでコロナ専用病棟は可動式壁を設置して、平

常時には感染対策を行ったうえで病棟の一部を一般病床へ転用または余裕スペースとして

確保するなど柔軟な対応を図ってきました。今後、同様の新興感染症が感染拡大した際には、

これまでの経験を活かし、効率的に患者を受け入れられるよう病床を整備します。同時に、

感染拡大時の看護師などスタッフの増員についても、各病棟のリンクナースを招集し迅速

に配置できるよう検討します。 
第２に、感染拡大時における各医療機関との連携・役割分担の明確化ですが、当院は、第

二種感染症指定医療機関であり、新興感染症患者を受け入れる体制にありますが、コロナ禍

においては重点医療機関の役割のもと、主に中等症以上の患者を受け入れ、軽症患者は富士

医療圏内の医療機関で対応しています。感染拡大時や院内クラスターにより受け入れが困

難となった場合には、近隣病院の状況を確認し、受け入れ要請をしていきます。また、富士

医療圏の病院(医師会)と連携し、地域連携カンファレンスや相互評価を通して連携していき

ます。 
第３に、感染拡大時を想定した専門人材の確保・育成ですが、現在、医師１名（専任）、

看護師２名（専従）による感染対策室を設置し、感染の監視、教育・相談、感染症情報の提

供などを行っています。専門人材については、現在感染管理認定看護師を２名確保していま

すが、引き続き育成に努めていきます。 

第４に、感染防護具等の備蓄については、拡大初期の物資不足の経験から、現在、マスク、

ガウン、フェイスシールドなどの必要備品を備蓄し、感染症発生時に備えています。引き続
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き感染防護具等の備蓄を行っていきます。 

第５に、院内感染対策の徹底についてですが、ＩＣＴラウンド（インフェクションコント

ロールチーム巡視）で、病院設備・環境・標準予防策の遵守等に関する巡視を定期的に行う

ことや、サーベイランス（感染症、手術部位感染、手指消毒指数、耐性菌等の調査監視）、

感染症に関する相談、感染対策研修会の開催、職員ワクチン接種の推進などを継続していく

とともに、院内感染対策マニュアルの改訂及び周知を行い感染防止対策の遵守に努めてい

きます。 

第６に、クラスター発生時の対応方針の共有ですが、定期的に対策会議を開催し、発生状

況を把握し、月に一度の院内連絡会議で院内周知していますが、大規模クラスターが発生し

た場合は、対策本部を設置し、対応方針や日々刻々と変わる院内の状況を、職員の誰もが確

認できるよう環境を整えており、今後も継続していきます。 
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6 施設・設備の最適化 

(1) 新病院の建設について 

ア 新病院建設の経緯 

昭和 59 年に建築された現病院は 40年以上経過し、経年による建物・設備の老朽化・狭隘

化に加え、医療安全対策や環境整備への対応が必要なことや外来駐車場の不足など、様々な

課題を抱えています。 
今後も将来にわたって地域住民に信頼される病院として、安全で質の高い医療を持続的

に提供していくため、新たな病院の整備が必要と判断しました。 
このため、新病院建設のための病院内組織や市役所内組織を設置するとともに、現病院の

現状と課題の抽出、近隣病院との統合や現地建替えの可否、新病院あり方検討報告書の策定

や新病院建設に係る財政シミュレーションなど各種検討を行い、敷地内での現地建替とし

て、令和 13 年度の新病院開院を目指すこととしました。 

 

イ 敷地概要 

計画敷地は、新富士駅から 2.5km、東名高速道路富士ＩＣから 3.1km の、双方の中間的な

位置に所在します。敷地の西側を潤井川が流れ、東と南、北の三方は前面道路に接します。

新病院の建設工事敷地は、現病院敷地内の「第一駐車場」、「医師住宅」、「旧看護師寮」部分

の敷地を予定しています。 

所在地 〒417-8567 静岡県富士市高島町 50 番地 

敷地面積 約 34,800 ㎡ 

（新病院の建設工事敷地部分の敷地面積は約 11,000 ㎡） 

用途地域 第一種住居地域（近隣商業地域に変更予定） 

容積率 / 建蔽率 200％ / 80％（近隣商業地域の場合） 

 

ウ 建物規模 

建築面積 ：約 9,500 ㎡ 

延床面積 ：約 38,250 ㎡（450 床、85 ㎡/床の場合）  

ボリューム：住宅地に立地する病院であることから、周囲への圧迫感やプライバシーに 

配慮し、建物の大きさや高さを検討します。 

現病院の建物と同程度の高さを想定しています。 

 

エ 建物配置計画 

現在の第一駐車場及び医師住宅・旧看護師寮を解体した跡地に、現病院の約 1.3 倍の床面

積を持つ新病院建物を建設し、現病院の機能を全て移転します。 

新病院への敷地周辺からのアプローチと動線は、周辺環境への配慮に加え、新病院への移

転時の車両や来院者の動線に与える影響を考慮し、病院玄関への敷地内道路配置が、新病院
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完成時も現病院と大きく変わらないことを予定しています。 

現病院建物跡地は、来院者用駐車場及び緑地として整備し、事業完成時には、現病院建物

と第一駐車場が、病院玄関から南北に通り抜ける敷地内道路を中心に逆転する配置となり

ます。 

新病院建物周囲は、豪雨時の浸水対策のため、現状地盤より約 1.2m 高くした 1 階床レベ

ルに対応したかさ上げ盛土を行う計画です。 

新病院建物を免震構造とするため、1 階床下基礎部に免震装置を配置し、建物周囲の地盤

面に免震スリットを配置します。 

※ 上記は現時点での想定であり、今後基本設計段階において具体的な検討を行ってい

きます。 

 

オ 整備手法 

サウンディング型市場調査の結果も踏まえ、新病院の新築工事における整備手法として

基本設計ＤＢ方式を選定しました。 
図表 42 整備（発注）方式の特性 

 
※ＤＢ （デザイン・ビルド） ：Design–Build 

※ＥＣＩ（イーシーアイ） ：Early Contractor Involvement 

※ＰＦＩ（ピーエフアイ） ：Private Finance Initiative 

 
カ 整備スケジュール 

基本計画策定後、令和８年度の早期に設計施工者選定の公告を行い、同年度半ばに設計施

工者を選定します。 

その後、基本設計、実施設計を経て、令和 10年度に新病院の建設工事に着手し、令和 13

年度内の新病院開院を予定しています。 

【各工程の着手時期（予定）】 

令和８年度：基本設計着手、令和９年度：実施設計着手、令和 10 年度：建設工事着手 
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(2) 施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

 施設老朽化対策と療養環境改善対策 
当院は、令和 13 年度の新病院の開院を目指していますが、現施設は経年による施設や設

備の老朽化が進行しているため、新病院の開院まで現施設を維持していくためには、必要な

改修工事を選定し、実施していく必要があります。このため、令和４年度に老朽化調査及び

改修工事費の概算算出を行い、必要な対策工事に絞り込んだ「施設老朽化対策計画」を策定

しました。この計画を踏まえ、令和５年度から令和７年度までの３年間にかけて、病院機能

の維持を第一目的として早期に対応すべき優先順位の高い工事を実施していく予定です。

なお、令和５年度には、特に緊急性が高い下記の工事を実施しました。 

また、老朽化対策は適正な規模及び費用、ゼロカーボンの実現等に留意しますが、老朽化

対策に加え、時代のニーズ、快適な療養環境にも対応できるよう、民間の知見を活用します。 

さらに、老朽化対策に加え、患者さんの療養環境について改善が図れるよう、必要な対策

を講じていきます。 

【令和５年度及び令和６年度の主な施設老朽化対策工事】 

  エレベーター改修工事 

  防災設備更新工事 

  手術室屋上防水工事 

  栄養科厨房空調機更新工事 

  空調設備等更新工事 

  中央監視装置改修工事 

  ナースコール更新工事 

【令和７年度の施設老朽化対策工事】 

  法規・生命に関わるものを優先し、病院機能を維持することを第一目的として必要工

事を実施します。 

 

 医療機器の更新計画 
当院は、中期的な視点をもった医療機器の購入計画は策定しておらず、予算内において毎

年の必要な医療機器を購入してきました。今後は、「医療機器等長期整備計画検討委員会」

を通じて、更新基準を明確にし、他病院と競争力を持ち、医療の質低下にならないよう、必

要な時期に、必要な医療機器が更新できるような計画を策定していきます。 

なお、計画の策定にあたっては、新病院の開院時期を見据え、新病院に移設できない医療

機器や、機器の耐用年数を考慮し最適な時期となるよう進めていきます。 
(3) デジタル化への対応 

現在、当院の医療情報システムについては、電子カルテや各種検査、放射線治療、手術管

理をはじめさまざまなシステム同士を連携することで、診療や会計を効率的に運用し、患者

待ち時間の短縮に寄与しています。 
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デジタル化を推進していくことは、働き方改革の推進と合わせ、今後の病院経営にとって

は、業務効率化、医療の質向上に大きく貢献すると認識しています。医療関係者間コミュニ

ケーションアプリを導入するとともに、ＡＩ問診システム、音声入力システム、遠隔診療な

ど他院で先行、実証実験を進めている事例については調査研究を進めていきます。 

なお、新規に投資するシステムは、当院は公立病院でもあるので、限られた予算の中で費

用対効果を見極め、導入後の維持・運用を考えながら、検討していきます。 

ア マイナンバーカードの健康保険証の利用 

マイナンバーカードの健康保険証が利用できるよう、オンライン資格確認を導入し

ています。また、電子処方せん等、厚生労働省より新たな方針が示された場合、導入に

ついて検討していきます。 

 

イ サイバー攻撃への対応 

昨今の病院へのサイバー攻撃に対しては、電子カルテシステムをインターネットに

接続しない閉域網で利用することをルールとし、物理的に端末でも認識しないように、

ＵＳＢなどの記録媒体の接続を禁止しています。また、厚生労働省の「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」に則り、バックアップの３世代管理を行い、オフ

ライン環境においてもバックアップデータを保存できる環境を構築しています。 
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7 経営の効率化等 

当院の収支状況は、コロナ患者の受け入れによる国・県補助金を受け入れた時期を除いて、

経常収支の赤字が続いており、赤字分を市の一般会計から営業助成を受けています。 
経営の効率化は、当院の果たすべき役割・機能を継続していくために必要不可欠なもので

あり、医療の質の向上による収益の確保とともに、診療材料費など経費の節減についても積

極的、組織的に取り組む必要があります。 
このため、第 5章に記載する個別目標を定め、経営の効率化を図ります。 
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第5章 具体的な取組施策 

公立病院経営強化プランにおいては、国の公立病院経営強化ガイドラインを踏まえ以下

の４つの基本指針を定め、この基本指針をもとに各部署で目標を設定し、達成に向けた取組

を行っていきます。 
【基本指針】 

1. 地域から信頼される医療の推進 

2. 医療の質の向上 

3. 地域医療連携の推進 

4. 経営基盤の強化 

 
 
1 地域から信頼される医療の推進 

(1) 高度・専門医療の提供 

 がん治療 
専門的ながん医療（手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア等）の提供、地域のがん診療

の連携協力体制の構築、がん患者に対する相談支援及び情報提供等を行い、患者が安心・納

得して治療に取り組めるよう努め、令和５（2023）年４月には「地域がん診療連携拠点病院」

の指定を受けることができました。 
今後も富士医療圏でがん治療の中心的な役割を担うために、手術や放射線治療件数、相談

件数を強化していきます。 

 手術件数 
高度急性期医療を担っていくためには、地域で担うことが難しい術式を含めた手術をし

ていく必要があります。このため、麻酔科医など医師の確保や手術室に従事できる看護師の

育成など、必要な人材の確保を図っていきます。 

 
(2) 救急体制の強化 

富士医療圏における当院の役割として、図表 39 地域医療機関アンケートにあるように、

二次救急の役割は最も特徴的な政策医療に位置づけられています。一方で、これまでには病

床や手術室、救急外来の利用状況により、稀に救急患者の受け入れストップが生じてきた背

景があります。このことから、限られた医療資源で重症患者に対応するため、一次救急医療

機関との機能分化を推進するとともに、救急医療に対応できる医師・看護師等の人材確保に

努め、今後も引き続き二次救急医療機関として中心的な役割を担っていきます。 
 

(3) 外来機能の充実 

認定看護師資格を有した看護師による活躍の場として、専門外来は今後も充実させてい

く必要があります。現在は、ストーマ外来、スキンケア外来、糖尿病のフットケア外来とな
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っており、産婦人科外来の中で助産ケアも実施しています。 

今後も地域の需要と院内の人員体制を鑑みながら、専門外来を充実させていきます。 

 
(4) 訪問看護の充実 

「病気や障がいがあっても、住み慣れた家で暮らしたい」、「人生の最期を自宅で迎えたい」

と望まれる方が増えている中、当院では看護師が訪問による看護サービスを提供し、入院中

から患者・家族と関わり、安心して自宅退院できるよう、病棟や退院支援部門と連携し、在

宅療養移行支援を実施しています。 

今後も、これまで以上に患者さんが住み慣れた家で、安心して生活を続けることができる

ように支援していきます。 

 

(5) リハビリテーション 

令和 4 年度の管理業務を兼務する上位職位者及び部分休業者を除いたスタッフ１人の１

日実施単位数は平均 14.7 単位でした（令和５年１月末現在）。 

今後は、スタッフの業務負担にも考慮しながらも業務効率を向上させ、スタッフ１人あた

りの実施単位数を増やしていけるよう努めるとともに、人員確保を前提に休日リハビリを

段階的に拡大していけるよう検討します。 

 

(6) 周産期医療 

当院は、富士市で唯一ハイリスク妊娠や救急搬送を受け入れる地域周産期母子医療センタ

ーとしての役割を担っています。引き続き安全で安心な分娩を推進します。 

 

(7) 患者相談 

患者さんとご家族が安心して療養生活を送れるよう、不安や疑問に関する各種相談を行

っていますが、引き続き患者さんとご家族に寄り添った相談を行っていきます。令和５年度

からは、相談内容を整理したうえ、総合相談室として業務を行っています。また多職種連携

で相談支援が行えるよう、毎週水曜日に実施している総合相談カンファレンスのうち月１

回は参加者を広げ開催するとともに、相談員の相談スキルを高めていきます。 
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計画値 見込値

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R7 R8 R9 R10

悪性腫瘍の手術件数 件 647 627 596 595 513 650 489 660 473 670 680 690 700

放射線治療件数 件 - - 131 - 223 249 233 260 237 270 280 290 300

がん化学療法レジメン
適用件数

件 2,084 1,984 2,751 2,538 2,633 3,002 3,373 3,000 3,849 3,800 3,800 3,800 3,800

手術件数(悪性腫瘍の手

術も含む)
件 4,010 3,931 3,655 3,160 3,346 3,452 3,770 3,800 3,826 3,850 3,900 3,950 4,000

手術件数(うち全身麻

酔)
件 1,800 1,871 1,661 1,368 1,577 1,608 1,789 1,720 1,807 1,740 1,760 1,780 1,800

手術件数(うちその他) 件 2,210 2,067 1,996 1,792 1,769 1,844 1,981 2,080 2,019 2,110 2,140 2,170 2,200

救急患者数 人 9,133 9,269 8,630 7,221 8,529 8,850 8,539 9,100 8,902 9,150 9,200 9,250 9,300

救急車応需率 ％ 85.8 82.9 82.8 85.1 86.5 87.0 88.0 84.5 89.1 90.0 90.0 90.0 90.0

専門外来の充実
緩和ケ

ア看護

外来

術前.

退院支
援

-
認知症

ケア

排尿自

立支援
-

糖尿病

外来

訪問看護件数 件 1,816 1,826 2,355 2,254 1,610 1,300 1,385 1,600 1,725 1,700 1,800 1,900 2,000

リハビリテーション件
数

件 64,543 60,635 55,788 55,719 64,247 57,204 64,534 66,300 68,399 67,900 69,500 71,100 72,700

分娩件数 件 554 588 550 538 564 595 547 550 482 550 550 550 550

健康・医療相談件数 件 - - 2,800 1,423 1,222 1,074 2,664 2,050 2,789 2,700 2,750 2,800 2,850

計画値

参考 三次計画期間 四次計画（経営強化プラン）目標値

指標名称 単位 実績値実績値

R6
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2 医療の質の向上 

(1) 診療体制の充実 

医療の質を上げていくためには、まずはスタッフ数を増やし、診療体制を充実させる必要

があります。 

医師については、大学教授、医局への派遣依頼を継続していくとともに、特に麻酔科、リ

ハビリテーション科においては、紹介業者を利用し、病院採用も行っていきます。 

看護師については、新規採用試験の実施のほか、随時募集を行い、看護師を確保していき

ます。また、人材派遣業者等を活用し、既卒の看護師を確保するとともに、令和５年度に設

置した奨励金制度により、市外からの看護職員の確保にも努めていきます。 

看護師の普通退職離職率は、コロナ以前は、４％から６％でしたが、コロナ禍において、

重点医療機関の指定を受け、地域のコロナ対応を一手に引き受けたことや、院内クラスター

が発生したこともあり、疲弊した看護師の退職もあって普通退職離職率が８％前後と増加

している状況です。今後は、勤務環境の改善に努め、コロナ前の数値へ戻すことを目標とし

ます。 

 

(2) 各種専門性の追求 

 看護師 
① 現状 

現在当院には、認定看護師として皮膚・排泄ケア２名、がん化学療法１名、緩和ケア２名、

認知症看護２名、手術看護２名、感染管理２名、救急看護１名、クリティカルケア１名、訪

問看護１名がおり、そのうち３名が専従として活動しています。また定期的に認定看護師講

習会を開催し看護教育に貢献しています。 

看護師特定行為については、令和４年３月、当院で特定行為研修を開講し、特定行為を取

得している皮膚・排泄ケア、クリティカルケア認定看護師が医師と共に指導者となり運営し

ています。令和４年度は皮膚・排泄ケア認定看護師１名、がん化学療法認定看護師１名が特

定行為を取得しています。国は 2025 年までに 10 万人を目標としており、当院は地域の基

幹病院として、特定行為習得看護師（以下、特定看護師）を院内外で増やす教育機関として

の役割も担っていきます。 

② 取組事項 

認定看護師については、地域がん診療連携拠点病院として必須のがん放射線療法認定看

護師、生活習慣病である心疾患、脳血管疾患に対応する慢性心不全看護、脳卒中リハビリテ

ーション看護、摂食・嚥下障害看護、糖尿病看護、透析看護の分野の認定看護師を増やし、

また女性外来に乳がん看護認定看護師を配置し女性への手厚い看護を行っていきたいと考

えています。 

また、看護師特定行為については、研修を受講しやすい職場環境や活動規約を整えるほか、

特定看護師が行える特定行為や活動内容を明確化し、専門性を活かした看護ができる体制
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を整備していきます。 

加えて、認定看護師や特定看護師を目指す職員が増えるよう、資格取得後の処遇や活躍で

きる環境（権限や専用スペース、活動時間など）の整備に努めます。 

 医師・看護師以外 
医師や看護師以外においても、病院には数多くの専門職種で構成されています。当院とし

ても、各部署の専門性への追求は高く評価していきます。 

 

(3) 患者満足度の向上（患者アンケート・投書） 

当院は地域の中核病院として、地域になくてはならない役割を担っていくために、当院を

選んでいただく患者さんやそのご家族のご意見は非常に重要です。毎年患者さんアンケー

トや投書を実施し、患者からの高い満足度を得られるように、常に振り返りをしていきます。 

 

(4) クリニカルパスの拡大 

手術室入室チェックシートのテンプレートの変更やクリニカルパスの管理、整備体制の

充実、アクティブパスのチェックを行っています。 

今後は、Basic Outcome Master を利用したパスの作成を推進するとともに、入院診療

計画書に対応したパスの作成、ガイドラインに沿った内容の変更、定期的なパス変更を推進

していきます。 

 

(5) 初期臨床研修医の確保 

初期臨床研修医については２年間のプログラムがあり、１年目で６名、２年目で６名、合

計 12 名が定員となっており、令和３年度から定員 12 名で研修医を受け入れています。ま

た、当院を希望し、受験する学生が年々増えています。 

今後は、後期研修や臨床研修後に当院で勤務を希望する医師を増やせるよう努めていき

ます。また、受入人数においても増やしていくべきか医療資源を鑑みながら研究していきま

す。 

 

(6) 在宅への復帰  

在宅復帰率を高めるためには、入院中の栄養管理やリハビリテーションの充実などが不

可欠です。また、核家族や独居が増えており、生活支援が必要となる患者さんが増えていま

す。 

このため、今後は、入院時スクリーニングや早期リハビリの介入、身体拘束の低減、退院

調整カンファレンスの充実などにより、患者さん、ご家族の意向に沿った退院支援ができる

よう努めます。また、医療的ケア度の高い患者には当院のみなし訪問看護を活用し、安定し

たら地域の訪問看護へ移行するよう連携していきます。 
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計画値 見込値

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R7 R8 R9 R10

医師数（※4/1時点） 人 94 98 100 105 111 114 109 111 110 112 113 114 115

うち、初期臨床研修医 人 3 6 9 12 12 13 13 12 12 12 12 12 12

医師数（初期研修医を

除く）
人 91 92 91 93 99 101 96 99 98 100 101 102 103

看護師数（※4/1時点） 人 478 483 503 491 476 483 490 492 496 496 500 504 508

看護師離職率 ％ 7.1 5.6 7.6 10.4 9.2 9.1 6.3 6.9 7.3 5.9 8.6 5.7 7.4

うち、普通退職離職率 ％ 6.5 4.3 6.2 8.1 8.0 6.4 5.5 6.0 5.5 5.9 5.8 5.7 5.6

認定看護師教育課程へ

の受験者数
人 0 0 3 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2

特定行為習得看護師数 人 0 0 1 1 0 2 5 3 2 3 3 3 3

患者さんアンケート地
域貢献度

％ 84.0 84.3 80.0 84.6 86.6 83.2 81.4 85.0 81.9 85.0 86.0 86.0 87.0

患者さんアンケート当

院推薦度
％ 86.2 88.5 88.2 92.3 91.3 92.9 90.8 92.0 89.0 92.0 93.0 93.0 94.0

投書件数に占めるお礼
件数の割合

％ 78.2 77.0 76.3 82.2 70.5 70.4 70.1 72.0 66.3 72.0 73.0 73.0 74.0

クリニカルパス適用割

合
％ 60.8 63.2 60.7 59.3 59.8 59.3 60.2 61.0 59.0 62.0 62.0 63.0 63.0

臨床研修医受入数 人 3 6 10 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12

在宅復帰率 ％ 90.4 90.9 91.7 90.9 91.7 91.0 91.0 91.5 91.3 91.5 92.0 92.0 92.5

指標名称 単位

参考 三次計画期間 四次計画（経営強化プラン）目標値

実績値 実績値 計画値

R6
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3 地域医療連携の推進 

(1) 地域医療支援病院の維持 

当院は、平成 29（2017）年８月 29 日に、地域医療支援病院（紹介率 65％以上かつ逆紹介

率 40%以上）に承認されました。今後も地域に必要とされる医療機能の確保や役割分担を図

る中で、積極的な紹介患者の受け入れや逆紹介の推進による早期退院の実現、救急医療提供

体制や患者からの相談に適切に応じる体制を確保していきます。 

 
(2) 地域連携の強化 

 医療機器の共同利用 
地域医療診療機関の診療業務の充実を図るために、当院で所有している高度医療機器（Ｃ

Ｔ・ＭＲＩ・エコー・ＲＩ・マンモグラフィ・骨塩定量等）の共同利用を行っています。 
今後も地域住民の診療内容の充実及び疾患の早期発見のために、地域の医療機関と連携

し利用してもらえるよう啓発していきます。 
 

 渉外活動 
地域の医療機関等との密接な関係構築をすることで、地域からの紹介患者の受け入れ、逆

紹介の推進をスムーズに行えます。新型コロナウイルス感染症の流行により、地域への訪問

は控える時期はありましたが、令和４（2022）年より訪問活動を再開し、今後は病院や診療

所の訪問だけでなく、介護施設への訪問も実施していき、これまで以上に連携を強固にした

地域連携活動を推進していきます。 
 

 医師派遣 
地域医療を支えるため、地域医療機関への診療応援や福祉施設への検診などに当院の医

師を派遣しています。今後も一層、地域の基幹病院としての役割を果たせるよう、医師派遣

の要請があった際には積極的に対応していきます。 
 

 

  

計画値 見込値

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R7 R8 R9 R10

紹介率 ％ 67.9 72.6 76.6 69.6 70.3 73.7 77.0 73.0 79.7 77.0 78.0 79.0 80.0

逆紹介率 ％ 55.6 60.7 74.7 70.5 70.9 76.3 79.3 74.0 75.9 74.0 75.0 75.0 76.0

高度医療機器利用件数 件 1,815 1,795 1,856 1,280 1,412 1,695 1,590 1,800 1,573 1,850 1,900 1,950 2,000

地域医療機関訪問件数 件 - - - 21 11 28 44 50 54 55 55 60 60

医師派遣施設数 施設 8 7 9 7 10 8 6 11 13 12 13 14 15

指標名称 単位

参考 三次計画期間 四次計画（経営強化プラン）目標値

実績値 実績値 計画値

R6
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4 経営基盤の強化 

(1) 収入の確保 

 経営指標 
健全経営を達成することが、医療の質を上げ、患者への最適な医療の提供に直結すると認

識しています。このため、まずは集患活動を強化し病床利用率を上げ、適切な在院日数目標

値を入院期間Ⅱに定め、経常収支の黒字化を目指していきます。 

 未収金対策 
未収金対策は、分割納付予定の者には限度額認定証の提示や貸付制度の利用についての

指導・交渉を実施するとともに、督促・催告書を送付しても支払いが滞る場合や支払い困難

な者に対しては、積極的に法律事務所への移管を実施していきます。 

また、滞納繰越のある診療継続者については、支払いが滞らないよう、継続的な交渉に努

めるとともに、診療が終了し支払いが滞る者については、積極的な催告の実施、法律事務所

や市の滞納整理部門等へ移管するなど、未収金回収の強化を図ります。 

 係数 
当院の令和４（2022）年度の機能評価係数Ⅱは、DPC 標準病院群の中では静岡県で最も高

く、全国でも 1,765 病院中 54 番目ととても高い位置にいます。特に救急医療係数と地域医

療係数が高い状況にありますが、効率性係数については、他院と比べやや低い状況から、在

院日数をコントロールするなど改善を図ります。今後も、急性期医療を提供し、DPC 制度に

則って効率的な診療を提供し続けます。 
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(2) 支出の抑制 

ア 職員給与費 

職員給与費については、医療の質、働き方改革に留意しつつ効率的な配置体制に努

めます。 

イ 薬品費 

薬品費については、後発医薬品の切り替えを引き続き推進するとともに、採用品目

の検証を行い、費用の抑制に努めます。 

ウ 診療材料費 

診療材料費については、他施設との共同購入の対象範囲の拡大を進め、費用の抑制

計画値 見込値

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R7 R8 R9 R10

経常収支比率 ％ 100.1 99.3 98.6 105.0 117.2 119.2 99.9 97.3 95.2 95.7 97.1 97.9 93.3

医業収支比率 ％ 94.3 93.2 91.3 85.1 90.9 91.6 94.5 96.1 94.0 92.5 93.5 94.4 95.3

修正医業収支比率 ％ 90.5 89.5 89.1 81.6 87.4 88.2 89.9 91.6 89.7 88.2 89.3 90.2 91.1

資金不足比率 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

累積欠損金比率 ％ 34.0 34.2 36.2 33.3 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

純資産の額(資産-負債) 百万円 3,138 3,273 3,272 4,003 6,572 9,514 9,505 9,218 8,843 8,380 7,880 7,507 6,291

現金・預金保有残高 百万円 1,509 1,453 1,514 1,779 4,056 6,377 5,402 5,408 4,375 3,086 1,932 1,433 2,826

企業債残高 百万円 2,717 2,523 2,181 1,808 1,597 1,616 1,836 3,246 3,956 4,283 3,645 3,689 14,656

入院期間率期間Ⅱ以内
退院率

％ 59.2 56.8 60.4 60.2 57.8 60.6 61.6 62.0 61.9 64.0 66.0 68.0 70.0

病床利用率 ％ 84.9 84.2 81.2 67.1 69.6 67.8 72.3 79.8 70.7 76.9 76.9 76.9 76.9

平均在院日数 日 12.7 12.8 12.0 12.2 11.8 11.4 11.7 11.9 10.7 11.7 11.7 11.7 11.7

新規入院患者数 人 11,777 11,545 11,895 9,629 10,340 10,407 10,825 11,700 11,498 11,800 11,800 11,800 11,800

１日平均入院患者数 人 441.4 437.6 422.0 348.8 361.9 352.6 376.2 415.0 367.4 400.0 400.0 400.0 400.0

１日平均外来患者数 人 956.3 946.1 931.3 837.1 893.9 901.0 873.8 910.0 885.4 895.0 905.0 905.0 900.0

１日当たり入院診療単
価

円 55,709 56,629 58,395 61,804 66,108 69,699 68,415 66,000 72,572 71,000 72,000 73,000 74,000

１日当たり外来診療単

価
円 14,238 14,927 15,778 17,173 16,554 17,246 18,812 17,200 19,678 19,500 19,500 19,500 19,500

医師一人当たり診療収

入
千円 130,815 127,460 125,755 108,197 110,925 111,797 123,059 125,462 126,973 130,420 130,664 131,360 130,878

看護師一人当たり診療

収入
千円 25,725 25,861 25,001 23,138 25,867 26,387 27,374 28,050 28,159 29,450 29,530 29,712 29,628

診療収入未収金現年度

分収入率
％ 98.9 98.8 98.9 98.9 98.8 98.6 98.9 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0

診療収入未収金滞納繰
越分収入率

％ 78.9 78.0 74.0 74.2 72.1 77.3 80.1 81.0 77.1 82.0 82.0 83.0 83.0

DPC機能評価係数 0.3109 0.3854 0.3946 0.4632 0.4851 0.5117 0.5555 0.5217 0.5078 0.5317 0.5417 0.5517 0.5617

指標名称 単位

参考 三次計画期間 四次計画（経営強化プラン）目標値

実績値 実績値 計画値

R6

暫 定
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に努めます。 

エ 委託費 

委託費については、複数年契約の更新の際に仕様の見直しを行い、費用の抑制を図  

ります。 

オ 備品購入費 

  医療機器等の購入については、契約方法や保守点検費用を含めた契約形態を検討

し費用の抑制に努めます。 

  

 

  

計画値 見込値

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R7 R8 R9 R10

給与費対修正医業収支

比率
％ 61.5 62.2 62.9 70.7 65.6 63.9 62.1 60.1 60.5 60.1 59.5 58.7 58.4

薬品費対修正医業収支
比率

％ 14.5 15.3 16.2 16.8 14.4 15.2 16.4 15.3 18.5 19.7 18.5 18.5 18.3

診療材料費対修正医業

収支比率
％ 12.5 11.5 11.7 11.7 12.4 12.6 12.1 11.8 11.2 11.7 11.7 11.7 11.7

委託費対修正医業収支
比率

％ 9.0 9.1 9.1 10.0 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.7 9.6 9.5 9.4

減価償却費対修正医業

収支比率
％ 5.5 5.5 5.5 5.7 5.2 4.0 3.5 4.0 3.6 5.8 6.0 5.9 5.6

100床当たり医師数 人 18.1 18.8 19.2 20.2 21.3 21.9 21.0 21.2 21.1 21.2 21.2 21.2 21.2

100床当たり看護師数 人 91.9 92.9 96.7 94.4 91.5 92.9 94.2 94.6 95.4 95.4 96.2 96.9 97.7

100床当たり医療技術員
数

人 21.2 21.9 22.9 23.1 23.1 23.1 23.5 23.7 24.6 23.8 24.0 24.2 24.4

100床当たり事務員数 人 7.7 7.7 7.9 8.1 7.9 8.5 8.8 8.8 10.2 8.8 8.8 8.8 8.8

診療材料費の共同購入
による削減額

千円 31,293 37,165 50,707 48,762 56,960 51,310 55,102 37,000 57,632 57,000 58,000 59,000 60,000

後発医薬品の使用割合 ％ - 84.3 87.8 88.7 90.8 90.7 93.3 90以上 94.0 90以上 90以上 90以上 90以上

指標名称 単位

参考 三次計画期間 四次計画（経営強化プラン）目標値

実績値 実績値 計画値

R6

暫 定
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5 繰出基準に基づく一般会計繰入金 

地方公営企業は、企業性（経済性）の発揮と公共の福祉の増進を経営の基本原則として、

地域医療の確保などといった公共性が要求されるとともに、良好経営が求められています。

一方、政策医療の観点から民間医療機関では提供が困難な救急医療などの不採算医療等を

担うことも求められています。このため、一般会計が公営企業会計に対して本来負担（繰出）

すべき経費については、地方公営企業法第 17 条の２第１項各号にて国が基本的な考え方（繰

出基準）を示しており、この繰出基準に基づく繰り入れが基本となります。 

  その性質上、企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 

  その公営企業の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをも

って充てることが客観的に困難であると認められる経費 

 しかしながら、当院は令和 13 年度の新病院の開院を目指しており、今後、多額の事業費

が必要となることから、できるだけ多くの資金源を確保していく必要があり、これを実現す

るための経営努力は欠かせません。以上のことを踏まえ、一般会計繰入金については繰出基

準に基づく繰り入れを基本としながらも、新病院建設を見据えた現金預金の保有残高や各

年度の一般会計の財政事情などを鑑みながら、最良の選択ができるよう努めていきます。 

項目名称 
繰出基準に

基づく経費 

2024 年度 

繰入実績 

①    病院の建設改良に要する経費 ○ ○ 

②    へき地医療の確保に要する経費 － － 

③    不採算地区病院の運営に要する経費 － － 

④    不採算地区に所在する中核的な病院の機能の維持

に要する経費 
－ － 

⑤    結核医療に要する経費 － － 

⑥    精神医療に要する経費 － － 

⑦    感染症医療に要する経費 ○ ○ 

⑧    リハビリテーション医療に要する経費 － － 

⑨    周産期医療に要する経費 ○ ○ 

⑩    小児医療に要する経費 ○ ○ 

⑪    救急医療の確保に要する経費 ○ ○ 

⑫    高度医療に要する経費 ○ ○ 

⑬    公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費 － － 

⑭    院内保育所の運営に要する経費 ○ ○ 

⑮    公立病院附属診療所の運営に要する経費 － － 

⑯    保健衛生行政事務に要する経費 ○ ○ 

⑰   経営基盤強化対策に要する経費 ○ ○ 

※令和６年４月１日付け総財公第 26号「令和６年度の地方公営企業繰出金について（通知）」より 
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図表 43 一般会計からの繰入金の状況 

 

 

 

出典：富士市立中央病院決算書 

 

※図表 43 で示す繰入金のうち、繰出基準内、繰出基準外の内訳は次のとおりとなります。 

  繰出基準内： 

  繰出基準外：  
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３条（損益勘定）負担金、４条（資本勘定）出資金 

(千円) 

３条（損益勘定）補助金 

(年度) 

〈実 績〉 

暫 定
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第6章 点検・評価・公表 

(1) 点検と評価 

今後の点検とその評価は、まずは当院で毎年自己評価を実施していきます。その後、外部

有識者や地域住民の代表などで構成する「富士市立中央病院経営懇話会」に諮り、地域の中

核病院としての役割への評価をいただきます。 

なお、本プランの計画は長期に及ぶため、毎年の点検・評価の中で必要に応じて目標設定

の見直しを実施していきます。 

 
(2) 公表 

当院が毎年実施する自己評価及び「富士市立中央病院経営懇話会」で取りまとめた評価・

意見等について、当院のウェブサイトで公表していきます。 
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附属資料：計画期間中の各年度の収支計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①収益的収支

R3年度 R4年度 R5年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

実績 実績 実績 計画 見込 計画 計画 計画 計画

１.医業収益 13,009 13,407 14,271 14,672 14,805 15,501 15,649 15,859 15,935

(1)料金収入 12,313 12,745 13,414 13,800 13,967 14,607 14,765 14,975 15,051

①入院収益 8,732 8,969 9,419 9,997 9,733 10,366 10,512 10,687 10,804

②外来収益 3,581 3,776 3,995 3,803 4,234 4,241 4,253 4,288 4,247

(2)その他 696 662 857 872 838 894 884 884 884

うち他会計負担金 504 493 692 693 667 709 703 703 703

２.医業外収益 4,560 4,822 1,501 1,029 1,045 1,350 1,381 1,402 1,383

(1)他会計負担金 844 823 686 801 770 1,079 1,131 1,158 1,151

(2)国(県)補助金 3,469 3,836 630 56 70 67 62 62 62

(3)長期前受金戻入 28 39 45 36 45 45 33 27 18

(4)その他 219 124 140 136 160 159 155 155 152

経常収益 Ａ 17,569 18,229 15,772 15,701 15,850 16,851 17,030 17,261 17,318

１.医業費用 14,310 14,638 15,104 15,267 15,757 16,765 16,745 16,808 16,724

(1)職員給与費 8,205 8,258 8,426 8,408 8,558 8,884 8,889 8,889 8,889

(2)材料費 3,375 3,609 3,898 3,810 4,221 4,477 4,373 4,430 4,434

(3)経費 2,026 2,177 2,244 2,339 2,347 2,445 2,511 2,519 2,492

(4)減価償却費 648 513 475 556 509 862 896 897 851

(5)その他 56 81 61 154 122 97 76 73 58

２.医業外費用 684 649 677 867 899 852 787 830 1,828

(1)支払利息 5 2 1 4 4 9 18 20 43

(2)その他 679 647 676 863 895 843 769 810 1,785

経常費用 Ｂ 14,994 15,287 15,781 16,134 16,656 17,617 17,532 17,638 18,552

Ｃ 2,575 2,942 ▲ 9 ▲ 433 ▲ 806 ▲ 766 ▲ 502 ▲ 377 ▲ 1,234

１.特別利益 Ｄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２.特別損失 Ｅ 6 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損益Ｄ－Ｅ Ｆ ▲ 6 0 0 0 0 0 0 0 0

2,569 2,942 ▲ 9 ▲ 433 ▲ 806 ▲ 766 ▲ 502 ▲ 377 ▲ 1,234

※1　新病院建設に係る事業費の負担が大きいため、本計画期間中の黒字化は困難でありますが、新病院開院後は更なる
　　 経営の効率化を図り、早期の黒字化を目指します。

※2　本収支計画は、国の医療政策の動向など様々な影響を受けるため、これらの状況を踏まえ必要な見直しを行います。

純損益Ｃ＋Ｆ

（単位：百万円）

収
　
入

支
　
出

経常損益Ａ－Ｂ

特
別
損
益

区　分

三次計画期間 四次計画（経営強化プラン）目標値

R6年度

暫 定
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②資本的収支

R3年度 R4年度 R5年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

実績 実績 実績 計画 見込 計画 計画 計画 計画

１.企業債 322 382 682 1,997 2,599 1,305 487 1,165 12,064

２.他会計出資金 0 0 0 0 145 303 2 4 18

３.他会計負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４.他会計借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５.他会計補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６.国(県)補助金 75 43 6 13 18 0 0 0 0

７.その他 3 1 0 0 1 0 0 300 1,700

収入　計 Ａ 400 426 688 2,010 2,763 1,608 489 1,469 13,782

１.建設改良費 444 489 741 2,694 2,763 1,982 931 1,211 12,108

２.企業債償還金 533 363 464 477 480 978 1,125 1,121 1,097

３.他会計借入金償還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４.その他 1 1 2,001 2 252 6 5 5 5

支出　計 Ｂ 978 853 3,206 3,173 3,495 2,966 2,061 2,337 13,210

▲ 578 ▲ 427 ▲ 2,518 ▲ 1,163 ▲ 732 ▲ 1,358 ▲ 1,572 ▲ 868 572

③一般会計等からの繰入金の見通し

R3年度 R4年度 R5年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

実績 実績 実績 計画 見込 計画 計画 計画 計画

1,348 1,316 1,378 1,494 1,437 1,788 1,834 1,861 1,854

0 0 0 0 145 303 2 4 18

1,348 1,316 1,378 1,494 1,582 2,091 1,836 1,865 1,872

収益的収支

資本的収支

合　　計

（単位：百万円）

収
　
入

支
　
出

差引不足額Ａ－Ｂ

（単位：百万円）

区　分

三次計画期間 四次計画（経営強化プラン）目標値

区　分

三次計画期間 四次計画（経営強化プラン）目標値

R6年度

R6年度

暫 定
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報告事項 
医療機関の病床返還 

 
 

１ 病床返還について 

 

２ 富士圏域の病床数 

  一般病床・療養病床(12 病院、6診療所） 

許可病床 
返還前 2,538 床 
返還後 …A 2,514 床 

基準病床数…B 2,365 床 
差引（A-B） 149 床 

 

《参考》 病床数適正化支援事業（補助金） （令和７年度第１回静岡県医療審議会資料から抜粋） 

 

医療機関名 
医療法人社団一芦会 
芦川病院 

一般財団法人恵愛会 
 聖隷富士病院 

許 可 病 床 
一般病床 39 床 
療養病床 60 床    合計 99 床 

一般病床 151 床 

休 止 病 床 
一般病床 39床 
（平成 29年１月から） 

一般病床 34 床 
（平成 28年 12 月から） 

返 還 病 床 一般病床 5床 一般病床 19床 

変 更 日 令和７年９月１日 令和７年９月 30日 

変 更 後 

許 可 病 床 

一般病床 34 床 
療養病床 60 床  合計 94 床 

一般病床 132 床 

変 更 後 

休 止 病 床 一般病棟 34 床 一般病棟 15 床 

区  分 内      容 

目    的 
・効率的な医療提供体制の確保 

・経営状況が厳しい医療機関における入院医療の提供継続 

事 業 概 要 

医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療

機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な

課題に際して生じる負担について支援 

（都道府県を通じた間接補助：国庫10/10） 

補助対象者 
令和６年12 月17 日から令和７年９月30日までの間に、病床

数（一般、療養、精神）の削減を行う病院又は診療所 

補 助 率 等 定額（削減病床数１床につき4,104 千円） 

国内示状況 
(１次・２次累計) 

全  国：11,278 床分、46,284,912 千円 

うち本県：  200 床分、  820,800 千円 

資料５ 
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